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◎開議の宣告

〇立沢稔夫議長 これより本日の会議を開きます。

〔午前１０時００分 開議〕

◎一般質問

〇立沢稔夫議長 日程第１、一般質問を昨日に引き続き行います。

発言を許可します。

◇ 本 間 恵 治 議 員

〇立沢稔夫議長 14番、本間恵治議員。

〔14番 本間恵治議員登壇〕

〇14番 本間恵治議員 発言通告に従いまして、順次一般質問させていただきたいと思います。

まず最初に行財政運営についてということで質問させていただきたいと思います。まず、行財政

運営の中で、町の歳入に占める税収について質問させていただきたいと思います。平成22年度の当

初予算額は69億8,142万6,000円でございました。平成23年度の当初予算額は75億4,600万円、対前

年度比で8.1％ほど増の予算を計上しました。そして、平成23年度の12月補正後の予算額について

は83億5,416万円で、22年度の対前年度比でいきますと19.7％の増ということで、膨大な費用を計

上しているわけでございます。そんな中で、12月ですからあと３カ月で24年度ですか、もう終わる

わけですけれども、今年度の税収の見通しについて町長にお伺いをしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 24年度の税収見込みということでありますけれども、一昨日の補正予算等で税の収

入、増ということでお認めをいただいたわけでもありますが、そういうことを考えますと３月の最

終になりませんと確定的な数字は申し上げられませんけれども、当初見込んだ数値よりも税収の伸

びはあったかなというふうな形で推移をしておりますので、今後このような景気の中でもあります

ので、果たして増が見込めるかどうかということはちょっと危ぶまれるところもありますが、現在

のところではおかげさまで税の増収が図られたということでお答えをしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 当初予算については、低く抑えて赤字にならないようにというふうな予算組

みを当初はするわけですから、当然それを下回るようなことがあってはならないというのが第一の

原則だと思います。それは私も承知しています。そういう点では当初予算を組んだ予算よりもマイ

ナスになるということはあってはならないというふうに私も思っています。
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そんな中で、このいろんな町民を取り巻く環境等を踏まえた中で、滞納というのは例年ふえてい

っていると思いますけれども、この滞納についての見通しを町長はどのようにお考えなのかお聞き

したいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 滞納については、このような経済状況の中で年々累積の額が多くなっているという

ことは、そのとおりでもあります。そのような状況の中で、担当する課のほうでもまさに今その滞

納についての徴収を上げるべく努力をしているところでもありますが、必ずしも十分な成果を上げ

られないという状況はあります。しかし、やはり賦課をして、徴収をするということの一連の状況

があって初めて公平な課税という形になるかと思いますので、引き続きこの滞納の徴収については

協力をいただく中で少なくなるように努めていきたいと、このように思っております。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 今年度につきましては、交付税等もなかなか国のほうからもらえなかったり

とか、いろんな経過の中でやりくりをし、財政運営してきているわけでございますけれども、それ

では今後の次年度へ向けての税収の見通しについてどのように町長はこれから予算組みをするの

か、それをどのように考えているのかお聞きしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 税収が24年度増という形になった部分については、国のほうでもその税法改正等が

なされまして、結果個人町民税については増収が図られたという経緯はあります。しかし、これか

ら国の動向もあるわけでありますけれども、世界的な経済の不況、加えて昨年の東北地方の大震災

等、国を挙げて復旧復興に努めているということを考えたときに、やはりこれからの経済も大変厳

しいものが今まで以上にあるのではないかというふうに考えられます。それを思うときに、来年の

予算を組み立てる場合には、今まで以上にやはり状況を見きわめた上で歳入の欠陥が生じないよう

な予算組みをしていくということに努めていかなければならないのかというふうに思っておりま

す。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 少子高齢化の社会の中で、お年寄りだけで生活をしている方々がたくさん出

てきていますね。そういう中で、町民税と固定資産税が町の税収の主力を占めているという事実が

ございます。その２つで例年ですと35億円からの税収が見込めるということになっていますが、そ

の反面、国民健康保険税ですね、これは資産割も入っているのです。そうすると、仕事のできない

お年寄りにおいては、ただ土地を保有している、住んでいるところを持っている、それに対して国

民健康保険税も当然資産割がありますから高くなっている、そういう事実がございます。このこと
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についてはやっぱり弱者救済の立場からすると、場所によっては資産割をなくしているようなとこ

ろもありますけれども、やはり今後いろんな検討を加えた中でそういう対応をしていかなくてはな

らないのではないかなというふうに私は思うのですけれども、町長のお考えをお聞きしたいと思い

ます。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 国民健康保険の税収についてのご質問ですけれども、言われますように邑楽町の国

民健康保険税の賦課割合ということを考えますと、今言われましたように所得割、それから資産割、

平等割、均等割というふうな割り当てになっておりまして、資産割も割合としては大変高く納付を

していただいているという状況はあります。やはり応能応益という考え方でいけば、やはりそれも

一つの考え方に立つわけでありますけれども、今言われましたように資産を所有している方が高齢

化になって、所得等の収入が少ないということを考えていった場合には、その割合ということも十

分考えていく必要はあるというふうに私も思っております。ただ、国民健康保険の審議会、国保運

営委員会がありますので、そういったことも一つのテーマとして担当のほうには議論をしていただ

くようにこれからしていきたいというふうに思います。他の市町とのバランス等も十分考えた上で

その資産割の賦課部分については検討する余地があるかなと、そのように思っております。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 話がちょっと前後するかもしれませんけれども、順次質問していきたいと思

いますが、町長は邑楽町の第五次総合計画後期基本計画ですね、これは前町長ではなくて、金子町

長の写真が出ていますので、金子町長が策定したということでよろしいかなと思いますけれども、

この中にもうたっておりますけれども、限られた財源の中で行政組織や運営全般の総点検を行うと、

昨日の答弁の中でもそのようなことを申しましたけれども、それにつきましてどの程度町長の頭の

中にどういうところを点検していくのか、具体的にありましたらお願いしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 お答えいたします。

全てそういうことに包含されるのかと思いますけれども、事業実施をする場合にはやはり収入を

ベースにして事業を行っていくということになります。限られた収入、限られた予算の中というこ

とになるわけでありますけれども、その中で昨日もお答えをした部分があったかと思いますけれど

も、やはり１つには各施設等で活動している使用料と言いますか、体育館の実費弁償の電気料等の

お話も出ましたけれども、生涯学習課が管轄をする施設等を利用される方についての使用料等につ

いては、今後徴収あるいは減免ということも含めて点検をして、実費弁償等についてはやはり利用

者負担、受益者負担ということも必要だろうということで今検討していただいているところであり
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ます。

それから、収入もそうなのですけれども、支出の部分についてもやはりできるだけ合理的にして

いかなければならない部分については、このスクラップ・アンド・ビルドの原則でありませんけれ

ども、そういったことも今後研究をしていかないと、やはり限られた予算ということになりますと

大変厳しくなるということになりますので、そういった点を中心に考えていきたいというふうに指

示しているところでもあります。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 そんな中でいろんな矛盾があると思うのですね。幾つか例を挙げますけれど

も、例えばそこのあいあいセンターですね、町でお願いして、地場産業の活性化のためにつくって

いただくという趣旨から言えば、町でいろんな形の中で助成していくというのは当たり前のことか

もしれませんけれども、指定管理者制度ということで自主的に運営をしていただくというふうな対

応を現在とっているわけですね。そうすると、町長のところにも課長を通じて私と同じものが行っ

ていると思いますけれども、あいあいセンターは自主的に自分たちでやっている部分で、いろんな

費用を弁済しながら運営しているわけですけれども、それは自分たちでかかる経費については全部

持っているというふうに言ってもいいと思うのですね。ただし、町からの予算ということで、24年

度については需用費の修繕費が10万円ですか、それから役務費、これは建物災害の共済基金分担金

ということで１万5,000円、これは町から出しているわけですね。

でも、普通一般のお店を借りるとかというのであれば当然家賃を取っているわけですから、それ

は大家さんが払うというのは当然だと思います、掛けるというのは、保険だとか、それから構造的

な躯体がもし何か損傷したとかという場合には、当然大家さんが掛けるというのが当たり前のこと

なのですけれども、このあいあいセンターについては無償で貸しているということですよね。です

から、私は何らかの形でこのかかる経費を少しでも家賃か何かで転化をして、町に収入として入れ

ていただいて、それを例えば基金なり何なりで積み立てておいた中で、その費用でこれに充てると

いうふうな形をすれば、町の持ち出しはなくなると思うのですね、わずかな金額ですけれども。私

は、たとえ少しでも町の血税を使うという形の中では、施設はただで貸しているわけですから、あ

との中の運営については自主的にそこの人たちにやっていただくというふうな形をとることが私は

ベストではないかなと思うのですけれども、ささいな部分かもしれませんけれども、やはり公平に

するためには私は一般の町民が見ても、そのくらいは当たり前かなと思うのですけれども、町長の

見解をお伺いしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 あいあいセンターの点について費用負担のお尋ねですけれども、今ご質問の中にも

ありましたように、あいあいセンターについては指定管理者という形でことしの４月１日から27年
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の３月31日まで、３年間にわたって指定管理者という形でまたお願いをした経緯もあります。その

中で、特に事業経営をする中での費用負担というのは、それぞれの専門部と言いますか、あいあい

センターに３部門入っておりますけれども、その組合のほうで支払っていただいております。

議員が言われましたように、修繕あるいはこの共済金についての11万5,000円については町のほ

うからということになって、その指定管理者の契約の中にそのようなことが約束としてうたわれて

おりますので、今後３年間についてはそのような形で進めていかざるを得ないというふうに思いま

すが、提案というふうに受けとめたわけでありますけれども、家賃収入の部分についての考え方を

徴収をしたらどうかというようなお話もありましたが、平成８年にこのあいあいセンターが設置さ

れたときの考え方としては、産業振興、特に農業振興を図る観点から、農畜産物の加工処理施設と

いうような形でできた経緯もあります。したがって、その点を重視すればということもあるわけで

ありますが、先ほどもちょっと触れましたけれども、他の施設との競合ということも十分あります

ので、今後今のご意見、十分に参考にさせていただく中で、いろいろ検討していき、またそのよう

な形ができるようであればこういった時節柄大変厳しい状況でもありますので、町の負担が少しで

も少なくなるような取り組みをしていきたいと、このように思います。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇立沢稔夫議長 ご静粛に願います。

本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 それから、もう一つは邑楽町福祉センター寿荘、そして高齢者活力センター、

それから地域活力支援センター等がございます。この部分については弱者救済の立場から、私はし

ようがないのかなというのもあるのですけれども、ただその中で福祉センター寿荘については23年

度の実績、24年度も同じだというのですけれども、2,700万円ほどの補助が出ているのですね。こ

れのお金がどういうふうに使われているかということは、私たちにはわからないので、執行側はそ

れを詳細に押さえているのかなと思いますけれども、これが有効に使われていれば私は仕方ないの

かなというふうに思っていますが、このことについてはきちんとした管理体制というか、監査体制

というか、そういう中で有効に使われることを要望するしか私はないと思うのですけれども、それ

でも無駄遣いしているのであれば減らす努力をしてもらうということは、私は必要かなと思います。

その程度なのですけれども。

例えばスポーツ関係ですと、体育館を使えば団体によっては夜間照明の費用を払っているのです

ね。それが公民館を利用している方は登録すれば無料で多分今まで使っているのではないかなと思

うのですね。そうすると、そういう不公平の是正というのがやっぱりあると思うのです。福祉セン

ターは、お年寄りがあそこへ行って、利用するときにはお金払っているわけです。そうすると、払

っているところと払っていないところといろんな形があるので、ある意味では公民館を利用する方

は公民館に例えば登録をしていただいて、図書館で言えば図書館利用カードみたいなものがありま
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すよね。それをまたつくるときにはお金払っていると思うのですけれども。だから、そういう何か

の形で私は少しでも利用する人から、たとえ少しでもお金を徴収するということが、逆にそこを利

用する意識が高まってくるのではないかなと思うのです。特別高く取る必要はないと思うのですけ

れども、取ることによって何人の方が利用しているというのが把握できると思いますし、２番目の

質問の中で、いろいろ公民館の利用の関係については一般質問させていただきますから、ここでは

細かくは言いませんけれども、そういう中での平等性というのをやっぱり公共の立場としたら考え

ていく必要があるのではないかなと思うのです。取るところと取らないところがある。こういう人

は、では減免しようとか、それはわかるのですけれども、そうするとやっぱり平等な立場で、例え

ば体育協会のほうは毎戸幾らでもらっているのですね。ただ１軒１軒がお金を出しているというあ

れはないと思うのです、大体区長さんが区費の中から賄って、まとめて一括で払っているというの

が実情かなと思うのですけれども、そういう中で体育協会に会費というのは個々に１軒幾らで出し

ているのですね、100円とか200円とかというので。文化関係はそういうのがないのですよね。そし

て、公民館を使うのもどちらかと言えば無料でみんな使っているというのが実情だと思うのです。

だから、そういう点では私はもう少し平等性を図ることが必要なのかなというふうに思うのですけ

れども、私が言ったことに対して町長はどのようにお考えなのかお聞きしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 今、議員が言われましたように、私もそのことが必要だというふうに思っておりま

すので、先ほども申し上げましたけれども、各関係する課、課長に対してすぐすぐ来年度に反映す

るということはちょっと時間的に難しいかなと思いますが、26年度の予算ということの中にはそれ

らが反映できるように調査をしていきたいというふうに思います。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 行政の次に移りますけれども、収益事業についてということで質問させてい

ただきたいと思います。

行政が税収のほかに事業収益を上げると。逆を言えば、その事業収益というのが形の中では、例

えば工業団地をつくれば当然固定資産税は入ってくる、そこに売り上げが発生すればまたそれに対

するいろんな税金が町に還元されるわけですね。商業施設についてもそうですね。そういう中で、

今農政が強いのかどうかわかりませんけれども、例えば町長が当初、そうですね人口３万5,000人

が３万人になって、２万9,000人とかだんだん人口の見通しを下げてきていますけれども、やはり

事業収益を上げて、町の人口がふえるようでなかったら、税収はやっぱり落ち込んでいくのです、

人が減れば減るほど。

そういう中で、土地の除外も２年経過してもまだおりてこない。邑楽町だけではないのですね。

千代田町も、邑楽郡内ほとんどだと思うのです。私は、そういう点では分家住宅で以前は１年待て
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ば大体建築確認がとれるような対応がとれていたのですけれども、それが２年近くもおりてこない

ということになれば、親の跡を継いで、例えば敷地の脇に分家で家をつくって、そこで親の面倒を

見るというふうな方々が、いつになっても許可がおりないから建物が建たないというふうな現象も

今起きているのです。私は、そういう点では工業団地とか商業施設の話の以前に、それをやっぱり

町で県のほうに打診して、それが戻ってこないというふうな形の中であるのであれば、町長がみず

から行って、向こうへお話をしたというふうな経緯もちらっと聞きましたけれども、私は邑楽郡内

の首長がみんなでそろって県のほうに打診するとか、陳情するとか、やはりそういうことをやって

いかないと、町は衰退の一途になってしまうのです。

この工業団地の増設と私は言いましたけれども、例えば町長は今準工業地域の旧給食センターの

跡地を売るということでお話がありましたけれども、今既存宅地制度というのがなくなりまして、

普通建物が建っているところ、昭和52年ですかね、８月の線引き以後に工場とかつくったところに

ついては、もう建てかえができないですね。線引き以前からつくってあるのであれば、逆に隣の土

地を買って解体して拡張というのはできるのですけれども、そうすると今度工場をつくろうとかと、

これからやる方はそういう線引き以前から工場をやっているところを買ったのであればできるけれ

ども、普通の調整区域の宅地を買ったのではもう建たないのです。そういう制度になってしまって

いるのです。そうすると、準工業地域だとか、そういうところ、限られた工場や倉庫が建つ場所と

いうのは、町のほうで線引きをきちんとして、ここに工場を集積しようとか、そういう対応をとら

ない限りだんだんできなくなってきているのです。だから、そういう点では給食センターの跡地は

準工業地域ですから、用途によっては何でもできるのです、ほぼ何でもできるのです。だから、私

はそういう点では道路がちゃんとできて、将来にわたっていけば決して安く売る必要はないし、も

っともっと生きた場所かなというふうにも思うのですけれども。この点について、この総合計画の

中にもありますけれども、「工業団地外の工場について育成を図る一方で、効率化の必要がある場

合には、集約移転を推進します」と書いてあるのですけれども、そういう部分では例えば道路がひ

っかかって、工場がそこにあったとすると、その工場を移転するのは普通の宅地を買ったのではそ

こへ建てられないのですよね。要するに、市街化区域の工場ができる場所しか建たないのです。そ

ういうことからすると、私はこういう場所を早く売らなくても町で保有していることによって、例

えばそういうところが道路にひっかかったりすれば、代替地として有効な、まさに有効な敷地なの

かなというふうな気もするのですけれども、そういう点についてどのようなお考えなのかお聞きし

たいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 具体的に旧給食センターの跡地の地域が土地利用の中では用途別に準工業地域だと

いうような話がありましたが、まさにあの近辺、住宅もありますけれども、多くの事業者が立地を
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されているところでもあります。したがって、用途別には全て利用ができるというような状況では

ありますけれども、その地域の実情ということもやはり十分考えていく必要があるかなというふう

に思います。

昨日の一般質問の中でもありましたけれども、公社の中で収益的付加価値を高めた考え方もある

のではないかというようなお話がありましたが、ここを売却をするというふうに決めたと言います

か、お願いをするという考え方については近隣、大変工場等も立地をされているというふうな考え

方もあります。もちろんそこを造成をしてやるという方法もあるかもしれませんが、約6,000平方

メートルの土地を造成をして減歩をして、今の土地の流動化の中での価格保証がどこまで求められ

るかということを総合的に考えた場合に、いろいろ現状の土地売買実例価格等を含めた中で、不動

産鑑定士に鑑定をしていただいたという経過もあるわけです。この土地についてはどのような形で、

どのような方に求めていただけるかわかりませんけれども、ぜひこの売却と言いますか、それにつ

いては公売で考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただければと思います。

また、先ほど除外の申請について大変遅いではないかというようなお話がありましたが、これに

ついては実はそのような申請者からのご意見も大変いただきました。いろいろ事務的なことを聞き

取った中で、やはり進めるべきもの、進めるべきものというよりも、進められるべきものについて

は一日も早く県のほうに進達する必要があるでしょうというような考えで現在事務を行っておりま

す。以前、県のほうの受けとめ方で申請をしたその受け付け全てが通っていかないと、なかなか受

け付けがしていただけなかったというようなこともあったようでありますけれども、それはちょっ

と申請者に不具合ではありませんかということで、実は県のほうへ私自身も副町長も行って、その

辺についてはいろいろ話をし、県のほうでも１件でも内容が整っていれば受け付けをしていただけ

るということになっておりまして、今は担当のほうでもそのように進めているところでもあります。

もちろん除外申請をする審議会もあるわけですので、その審議会の議を経てということは当然のこ

とでありますが、事務手続的にはそのようなことで行っております。

以上でございます。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 その除外については、ここで何だかんだ私は言うつもりはございません。早

くやってもらえればいいことなのです。これは、それを出している人がやっぱり心配して、ずっと

首長くして待っているわけですから、やはりだめならだめというのは当然なのですけれども、おり

ると思って待っているのに、いつになってもおりてこないということについては、やはり鋭意努力

していただくしかないのですけれども、そこについては町としてもやっていただきたいと思うので

す。

過去に、その質問１回したことがあるのです。というのは、昔は１年で、大体２月に出して、９

月に除外がおりて、それで転用して、その年の12月ごろには建物が建つような方向でずっと動いて
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いた時期があったのです。それからどんどんおくれるようになって、私はそのときにいろいろ問い

合わせて聞いたのですけれども、「何か規則が変わったんですか」と言うと、「変わっていない」と

言うのです。変わっていないのに許可がおりるのがおくれていると、そういうふうな経過もあった

のです。どこがだめだからだめだよというのだったら、ちゃんとその時点で出していただければ、

その人だけ取り下げればいいことです。それが、１つがだめだと全部許可をおろさないというふう

な形の中で動いていると。しかも県の担当者はもう代わって、新しい人になっていると、そんな中

で許可がおりたりおりなかったりするということについては、やはり担当者がかわってからまた検

討するというふうな形をやっているような、そんな県のあり方自体が私はおかしいと思うのですけ

れども、そういう点については町長が一番トップなのですから、やはり県のほうのもっと上のほう

からでも話していただいて、きちんとやっていただかないとかわいそうだと思うのです。私は、そ

れだけはできるだけ早い対応をしていただければと思いますので、これだけは要望しておきます。

次に、商業施設の誘致ということで、ここにも入っているのですけれども、商業集積ゾーンの形

成と。ここには、もう文書で入っていますよね、「中央公園周辺を新しい町の核として整備する事

業の推進にあわせて商業施設の立地、集積を検討します」と、104ページにちゃんと書いてあるの

です。これ、つくった人はすごいなと思うのです。町長は、これ知っているか知らないかわからな

いのですけれども、もうこういうふうにうたっているということは、ここはもうきちんとそういう

ふうにやるのだということでの計画を目標に掲げているわけですから、私はこれに沿ってどんどん

やるべきだと思うのですけれども、そのことについてどのようなお考えなのかお聞きしたいと思い

ます。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 総合計画を基準として都市計画のマスタープランがつくられておりますけれども、

その中には今議員が言われましたように、３地区と言いますか、国道122号線と、今言われました

この中央公園中心とする役場の北側、それから354号線の地域ということで、マスタープランにつ

いての土地利用と言いますか、それは記述がありますし、そのようなことで町としては進んでいく

というような状況ではそのとおりです。

ただ、昨日も質問の中で幾つか触れたわけでありますけれども、たまたまこの中央公園の北側に

ついては先ほどもちょっと話が出ましたけれども、農業振興を進めていくという地域になっている

わけです。ですから、ここについては市街化区域にも隣接をしているということもありますから、

いわゆるにじみということでの拡大は図れる可能性はあるのかなというふうに思いますが、それも

まずは除外申請をということで、その事業に適したような土地利用に変更していかなければ進んで

いかないということでもあります。もちろん町もそのように進めるということにしても、土地の所

有者の考え方も当然あるわけですので、そういったことでの双方での合意形成がされていくという
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ことがやはり必要ではないかなというふうに思っております。その記述については私も承知をして

おります。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 そこで、提案なのです。

例えば給食センターの跡地を処分すると、そのお金の使い道ですよ。ただ処分して、何の目的も

なくてお金持っているだけと、そういうのではだめだと思うのです。私は、それだったら行政なら

買えると思うのです、裏の空き地を。売ったほうも税金対策上では一定の金額は税金はかからない

とか、そういう方法もあるわけです。そうであれば給食センターの跡地を売ったお金でこっちの、

例えば消防署の西でも東でもいいですよ。近いところを買って、それで例えばそこに施設ができた

ときに、町長はきのう初めて言いましたけれども、駐車場はこことあそこにするのだよということ

で、孫兵衛川の東側と、それから公園の一画をというふうな話をきのうしましたけれども、それに

しても例えばここで産業祭だとか、そういう催しをするときにはやっぱり駐車場がどんどん不足し

てくると思うのです。そういう中で、やっぱり庁舎を中心としたこの集積を考えていくのであれば、

必要な土地を確保するというのはやっぱり行政として課せられた使命だと思うのです。遠くを売っ

て、近くを買い足して、ここを有効利用するのだというふうな形であれば私はいいのかなと思うの

です。

きのうも話が出ましたけれども、目的がなくて売るのだということであれば、私はそんなに慌て

て売る必要ないのではないかなと私も思うのです。ですから、やっぱり目的があってそれを処分し

ようということであれば、説得力もあるし、町民に対してのきちんとした申し開きができると思う

のです。そういう点では、私は有効にそのお金を生かして、今後につなげるという部分であれば、

町長は一番トップなのですから、方向を決めていただければ私はその有効利用ができると思うので

す。

それが、例えばほかの施設がぽんとできてしまったとして、それがこの庁舎の運営に妨げになっ

たりする場合があったら、それはもっとマイナスになると思うのです。ですから、そういう点では

乱立しないうちに町として用地を確保するという、先行投資をする必要があるのではないかなと、

それこそお金がなければ西邑楽土地開発公社にお願いして買ったっていいと思うのです。それが一

番私は有効利用の方法だと思うのです。ですから、そういうことをやっぱり首長として、どんどん、

どんどん先を見て考えていただかないと、私は手落ちになるかなと思うのですけれども、その点に

ついてどう思いますか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 議員のご意見は貴重なご意見として承っていきたいというふうに思います。もちろ

んその売却金額について有効に利用するということはそのとおりでもありますし、今言われました
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ようにこの周辺についての先行取得というようなお話もありました。十分貴重な意見として検討さ

せていただいて、それらの売却金額、有効に活用できるように考えていきたいと、このように思い

ます。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 ありがとうございました。実現するように、私も期待をしております。

次の都市計画事業についてということで質問させていただきたいと思います。この都市計画事業

についてということですけれども、先ほど申しました工業団地の、例えば鞍掛第３工業団地があり

ますけれども、その後第４工業団地をつくるとか、やはりそういうことが町の活性化にもつながる

し、税収も多く見込めると。先人の方々がもう一つ工業団地つくれば邑楽町は不交付団体になると

いうふうな、そういう予想もした中で、鞍掛第３工業団地がほぼ埋まってきているかなというふう

に思いますけれども、その周りの方々ができれば買ってほしいというふうな意見も出てきているよ

うなことも伺っておりますけれども、そういう中で都市計画事業というのは幅広いですけれども、

あるわけです。

さっき言った商業の集積にしても、工業団地の増設にしてもそうだと思うのですけれども、その

一画として邑楽町として組合施工ではなくて、行政施工で手がけている鶉の土地区画整理事業があ

るわけですけれども、この部分についてはこの総合計画の中にも「1998年度（平成10年度）に土地

区画整理事業の認可を受けて事業を推進してきた」というふうに書いてありますけれども、基本方

針の中では「鶉土地区画整理事業の早期完成を目指します」と、いい言葉ですね。早期完成を目指

していただきたい。これは、町を挙げての大事業なのです。13ページに出ています。

それから、その下にもあります、「鶉土地区画整理事業の早期完成を図ります」と、言い切って

いるわけです。そういう中では、金子町長になってから予算がなかなかつけてもらえないで、昨年

度は前の年度よりもふやしていただいた経緯はあるのですけれども、今後ますます建物がひっかか

ってまいりますので、建物の補償費等々膨大な費用がかかるのです。本当は、今年度中にも区画整

理事務所のほうから打診があって、今年度中に動いてもいいというふうにお客さんのほうは言った

のですけれども、予算措置ができないから来年度にということで回された経緯があるのも伺ってお

りますけれども、やはりそういうときこそ財政調整基金でも先出しをしてでも、その人の気持ちが

冷めないうちにやっぱり対応すべきだと思うのです。そういうことをやっぱりやって、前へ前へ進

んでいかないと大変なことになるのだと思うのです。

というのは、もうできて、そこに住まない方は売って、そこに新しい家ができてきたりしている

のです。唯一金子町長が人口の目標を掲げてふやすのだということでやっている中では、鶉の土地

区画整理事業が完成すれば多分私はそこにどんどん住宅ができてくるのではないかなと思うので

す。現在でも新しい家がいっぱいできています。だから、そういう中で唯一人口を邑楽町としてふ

やせる場所かなというふうに私も思うのですけれども、そういう点では保留地の販売もまだ行って
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いないのです。少ない保留地については隣の土地同士で話し合いをして半分買ったり、隣が全部買

ったりとかという形でやって、お金を少し積み立てていますけれども、大きい土地は代替等の絡み

もあるので、まだ販売していないのが実情なのです。

そうすると、その中で大きい地主ほど相続が発生したりすると、土地は処分できないし、相続税

は払えないしというふうな実情が現実に生まれているのです。だから、そういう点でこの土地区画

整理事業を早期に私は本当に完成していただきたい。当初は平成17年の完成が、平成35年となりま

したけれども、今言ってもとても無理だよというふうな答えしか返ってこないのです。でも、予算

を例えば中央公民館をつくるので15億円も16億円もぽんと出すのであれば、鶉の土地区画整理事業

は今までかかった費用が、平成23年度末で15億1,000万円なのです。今まで区画整理事業にかかっ

た費用が、この区画整理通信見ると。そうすると、それを１回にぽんとその施設つくるときは町長

は出してしまうのです。でも、鶉の区画整理事業はもう計画決定が平成９年ですけれども、事業計

画決定が平成10年９月17日ですから、もう24年でしょう。するともう14年たっているわけです。そ

んな中で、町を挙げて私はやっていることなのですから、もう少し予算づけをしていただいて、ど

んどん、どんどん前に進むようにやっぱり対応とっていただかないと、ここにいる人たちは大変な

思いしているのですよ。もう私たちが死んでしまってから区画整理されたってという、早くやるな

ら早くやってくれと。私は、反対の意見は余り聞かないです。場所によっては、むしろ旗立てて、

絶対反対なんて看板が立っているところもよそへ行くとありますけれども、鶉の人たちはみんなど

ちらかというと穏やかな人が私は多いと思っているのです。

そういう中で、行き会う人、行き会う人、「早くやってくれ、早くやってくれ」と、「でないと私

なんか死んじゃうよ」、そういうふうな、でもやはりせがれさんが「家をつくろうと思ったけれど

も、区画整理事業で動くから、換地される場所が、例えば家が建っていたり、またがっていたりす

るとそこへ建てられないんで、ほかへ土地買って、家つくっちゃったよ」と、そういう話まで聞こ

えてくるのです。そうすると、せっかく親がいて、親のそばに住みたいと思っても、建物が建て替

えられないと。ある意味では、「早くどくから救済措置してくれ」と言っても、「順番だからだめだ

よ」と言って断られてしまうのです。そうすると、その方が結局は自分で壊して出ていく人もいる

のです。そうすると、それは補償費もらえないのです、先に壊すと。査定されて、順番にやってい

るから。そうすると、中にはひとり住まいの人は亡くなってしまって、結局そのままになってしま

ったりとかというのも出てきているのです、実際には。そうすると、一番最初にできたところの人

たちは、処分するのでも道ができて、ちゃんと区画されていますから、道がちゃんとついています

から、そういうところなら売れますけれども、これから区画整理をするところの土地を持っている

人は、買う人いないです、いつそういうふうに完成するかわからないから。そうすると、買うとい

っても、たたかれて、値段うんと下げられてしまうし、だから売りに出しているところが現実に区

画整理事業が終わったところは売れていますけれども、終わらないところは売れないのです。
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ですから、そういう点では前回も質問しました。今回も質問しました、私は。もう少し予算づけ

をきちんとしていただいて、やっぱり区画整理事業についてその地域の人たちにやっぱり町長とし

ての威厳を示していただきたいと思うのですけれども、その予算措置について町長、どのようなお

考えをお示しなのかお聞きしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 鶉の土地区画整理事業については、議員が言われますように、行政での施工という

こと、組合施工でなく、行政施工ということですので、大変当初計画から遅れているということに

ついては、これは申しわけなく思っているところでもあります。年々このような状況の中での予算

編成ということでもありますので、額そのものも少なくなってしまう、結果としてその完成年がお

くれてしまうというふうな状況になるわけでありますけれども、特に具体的に25年度の予算措置に

ついてどのような考え方かということですので、お示しをしたいと思いますが、これからまさに議

員が言われますように、住宅の密集地に入ってくるのかなというふうに思っております。

それで、当然のことなのですけれども、これらの事業を行うのについて国の交付金ということも

求めているわけでもあります。ということになりますと、年度年度の計画ということが大事なこと

になっておりまして、その計画に基づいて担当課のほうからもその予算要求がされております。し

たがって、来年度については住宅の移転補償ということが中心になると思いますので、24年度より

も若干その計画に基づきますとふやすということになるのかなというふうに思いますので、もちろ

ん精査した中でこれから要求の積算を見て、24年度の予算額以上の数字が上がってくるというふう

に思われますので、十分対応していきたいというふうに思っております。具体的な数字については

申し上げられませんけれども、以上でございます。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 わかりました。次の予算書見た中で、また質問させていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。

次に、教育行政についてお伺いしたいと思います。このやはり第五次総合計画の後期ですけれど

も、前期から出ているのです。高等教育機関の誘致検討についてということで、「教育の質をさら

に高めることなどを目的として、大学や高等学校などの高等教育機関の誘致を検討します」という

ふうにずっと出ているのですけれども、このことについて具体的にどのようなことがあるのか、現

状をお聞かせ願いたいと思います。

〇立沢稔夫議長 大竹教育長。

〔大竹喜代子教育長登壇〕

〇大竹喜代子教育長 お答えいたします。

本間議員のご指摘のとおり、邑楽町第五次総合計画後期基本計画の中に、「教育の質をさらに高
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めることなどを目的として、大学や高等学校などの高等教育機関の誘致を検討します」とうたって

あります。しかし、いろいろ考えましたけれども、群馬県でも学生が集まらずに経営不振に陥って

解散命令が出された大学もありますし、国のほうも大学新設の認可を見直しておるという現状があ

ります。高校のほうも見てみますと、少子化傾向の中で定員割れの学校も結構最近多くなりまして、

２次募集をかけて生徒を集めたりしている、苦慮している、そういう高校もあるのが現状です。こ

の計画を立案したころと最近とは、本当に社会の状況が変化しておりますので、高等教育機関の誘

致についてはもうこの辺で見直す必要が求められているのではないかなというふうに私は痛感して

おります。

以上でございます。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 時間がないので、次に行きます。一番最後まで行きたいものですから、済み

ません。

小学校、中学校等の統廃合についてということで出してありますけれども、私は邑楽町を１つと

して考えたときに、例えば今中野小学校にプールをつくる、平成28年度に完成だとか、町長はきの

う話されましたけれども、私は中野小学校、要らないのではないかと、大局で言いますと。という

のは、中野東小と高島小を残して、真ん中にいる生徒たちは、例えば鶉から中野東小に通う気にな

ればどっちでも近いのです。でも、そういうことをやっぱり一番上に立つ人が考えていかないとな

らないです。小学校１つで、例えばスクールバス出したっていいのです。だんだん子供が少なくな

ってくれば、そういうこともせざるを得なくなってくると思うのです。

それで、邑楽中学校もそうです。今までの質問の中では、教育長は合併すると１年生が30人学級

だからクラスが多くなると教室が足らないから合併できないような話をしましたけれども、それは

それとして、そこの一番根本は、そこの学校に来ている子供たちの勉強する、それから部活やいろ

んな好きなことをやる、そういう環境をいかに整備してやるかが私は一番求められているのではな

いかと思うのです、子供たちの教育には。そうすると、長柄の場合には長柄小がそのまま邑楽南中

になって、ずっと同じ顔ぶれなのです。こっちは３つの小学校が一緒になる、邑楽中は。そういう

ことの弊害というのが私はあると思うのです。

それで、部活でもやりたい部活に入れない、部活がない、そういう現状があるにもかかわらず、

そういう対応をとれない。群馬県では、それを合併すると一番生徒数が多くなるような、そういう

話もありますけれども、私は子供のことを一番に考えたときに、どういうふうにしてやったらいい

か、それを私は一番念頭に置くべきだと思いますけれども、教育長の見解をお伺いしたいと思いま

す。

〇立沢稔夫議長 大竹教育長。

〔大竹喜代子教育長登壇〕
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〇大竹喜代子教育長 教育というのは子供を一番に考えるということは本当に大事なことだと思いま

す。それで、やはり再編ということにつきましては、本当に考えていかなければならない重要な問

題だなということで、日ごろから考えているところですけれども、小学校につきましては地域との

つながりも濃く、一番小規模の高島小学校でも平成24年12月１日現在で、児童が241人、11クラス

ということで、現在のところは高島小学校、高島地区からの課題というのは、現在のところは聞か

れません。それで、中学校の再編のめどがつきましたら、やはり順次考えていかなければならない

なということは思っております。

それで、中学校のほうの再編がやはり今何とかしなければならないかなというところなのですけ

れども、やはり平成24年12月１日現在で邑楽中学校の生徒数が509人、17クラス、邑楽南中学校が

259人、９クラスというところです。邑楽南中学校のほうも今のところは、学校運営には支障がな

い生徒数というふうになっているのですけれども、保護者または実際に行っている生徒のほうから

は、施設設備や部活動の問題等、邑楽中学校と比べて不平等ではないかという声も本当に聞かれま

す。それなので、再編については考えていこうと私も認識していまして、来年度中には中学校の再

編に係る検討委員会、ちょっと仮称なのですけれども、立ち上げて、そして多くの意見を吸い上げ

ながら具体的に検討していきたいなと、そんなふうに考えております。

以上でございます。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 私は、それ以上のことは言いませんけれども、やはり子供たちを思う気持ち

があれば、やっぱり早期に対処していただくのが私は教育者の立場だと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

それから、きのういろんな意味で町長が話されましたけれども、中野小学校のプールは平成27年

度、任期中に設計をして、28年度に建設するのだと。それから、中野地区の児童館は平成25年度に

建設するのだと、そういうふうな話をきのうしました。なぜ一般質問すると答えるのですか。事前

に、例えば議会の初日の全員協議会の中で言っていただければ、そんなこと答えなくてもよかった

のに、質問するほうもしなくたってよかったのかなと、思いつきで答えているのかな、町長はとい

うふうにしか思わないです、私は。そうすると、そこに座っている課長さんたちは知らないのかな、

そういうふうに思ってしまうでしょう。

やっぱり駐車場の件もそうです、町長が思ったのだったら、ここにしようと思うのだけれどもと、

１回議会に投げかけてください。そうすれば、質問しないでしょう、だれも。そこでは悪いって言

う人いないと思うのですけれども、本来であればそういう駐車場があるのであれば、早目につくっ

て、職員の車を向こうへ持っていって、ここあけておいたほうがいいです。そのほうが、ここへ何

か施設ができるのだろうってみんな思うでしょう。お客さんをここへ止めさせたっていいわけです

から。どんどん、どんどん先手打ってやるのが私は町長の立場だと思います。その点については深
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く申しません。

最後になりますけれども、中央公民館構想、ホール併設ということで、こっちにもそうですけれ

ども、多目的施設ということで出ているのです。今までそうだったのです。第五次総合計画の最初

のもそうだったのですけれども、こっちにもそんなふうに書いてあったと思います。

それで、きのう、これは多分近隣のホール、公民館比較調査結果というの、これは検討委員会か

何かでやったのですか。私は、小島さんからちょっといただいたのですけれども、これ見ると確か

に邑楽町公民館のホール、そして長柄公民館のホールというか、ちょっと広い部屋ですけれども、

利用率は多いです、よそから比べても。でも、これはマジックです。私、全部計算をしました。後

でこれみんなに見せますけれども、例えば館林市の三の丸芸術ホールが512席で、延べの回数が

378回、利用延べ人数が３万7,437人となっているのですけれども、それをでは１回何人利用してい

るだろうというと、512席に対して99人なのです、割ると。ということは、それを席の数で割ると19％

しか使われていないのです。板倉町の中央公民館が500席ありますけれども、延べ回数98回、利用

延べ人数が7,768人で、１回の利用人数は79人、すると15％しか埋まっていないのです。一番多い

ところで、大泉町の文化むら、808席であって、180回使っているのです。それで利用延べ人数が５

万9,957人、１回の利用者が333人、これが41％で一番多いのです。

邑楽町は、例えば邑楽町公民館は160席入れるわけです。そうすると530回延べ回数で使っている。

ということは、午前中とか午後とか、１日に３回使っている部分もあるから530回になるのでしょ

う。365日使ったって365回しかならないわけですから。それで、利用の延べ人数が１万2,775人、

それを１回利用する160席の利用する人数と言ったら24人なのです、１回が24人。ということは、

160席で15％しか使われていないのです。そういう計算の仕方をすると、邑楽町にとってそんなに

大きいホールは要らないなと私は思うのです。

それで、文化むらの小ホールが288席、225回の延べ回数で、利用延べ人数が２万3,861人、これ

は１回につき106人利用しているのです。それをやっぱり288席で割ると、１回で36％の席が埋まっ

ているということです。

すると、邑楽町の長柄公民館は120席あるのですけれども、771回使われています。これは会議室

とかも兼ねていますから。延べ利用人数が１万3,381人ですけれども、１回について17人です。17人

しか平均だと使われていないのです。そうすると、120席で17人というと、14％しか席が埋まって

いないのです、120席で。これを邑楽町のヤングプラザはホールがないですから、長柄公民館と邑

楽町公民館を合計すると、280席の中で1,301回使われていて、利用延べ人数が２万6,156人、１回

の利用人数が20人、280席で使われているのが７％なのです、20人だから。これは、私は小数点以

下は全部切り捨てていますから、１人ぐらいは違うかもしれませんけれども、こういう数字が出て

くるのです。そうすると、これを見た限り大泉町の文化むらが一番多い。これは、民間委託みたい

に多分していると思うのです。それだけ鋭意努力して、最高にやっても808席で333人しか１回の利
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用人数が入っていないということなのです。それは、いっぱいのときも年に何回かはあるかもしれ

ません。逆に少ないときもあるということです。

邑楽町がこれでいきますと、例えば500席つくったら千代田町町民プラザの35％を抜けるかどう

かというのは、私は難しいと思うのです、今のままでやったら。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇立沢稔夫議長 静粛に願います。

〇14番 本間恵治議員 そういう計算をして緻密にやっていくと、１回、回数は多くても大勢で集ま

るというのは、例えば私が考えた中でも文化祭とか、それから公民館まつりだとか、そういうとき

の利用者多いかもしれませんけれども、ただしいろんな部屋を使っていますから、ホールに入る人

数というのは私は満杯になるというのは、なるかならないか、年に１回か２回だと思うのです。

それで、何席のホールをつくるか知りませんけれども、そういうことをデータとして踏まえた中

で大きい施設をつくるのであれば、よほどここに入る職員の人たちが努力をして、どれだけの利用

率を上げられるのか、これは私は大問題だと思うのですけれども、今私が言ったその数字の中で、

どのような中央公民館に併設するホールという位置づけの中で考えておられるのかお聞きしたいと

思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 先ほど議員のほうから本会議で突然決定的な数字が年度なり場所的なものが出てし

まうということについてご指摘がありましたけれども、特に私自身それを温めるつもりはありませ

ん。しかし、そういった機会の中で報告できなかったということについては、これから十分注意を

していきたいというふうに思いますので、おわびを申し上げたいと思います。

さて、中央公民館の関係についてで、数的な実績を出されまして、いろいろご意見をいただきま

した。お許しをいただいて、今副町長がこの検討委員会の委員長という立場でいろいろ委員さんか

らのご意見等を伺っているところでもありますので、お許しをいただければ副町長に答弁させたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

〇立沢稔夫議長 堀井副町長。

〔堀井 隆副町長登壇〕

〇堀井 隆副町長 お答えいたします。

席数については、まだ検討委員会でそこまでの段階に来ておりません。今までに３回ほど検討委

員会を行いました。第１回目につきましては、検討委員会の委員の委嘱任命、それと検討委員会の

任務についての話し合い、今後の計画、課題等についてお知らせしたものです。

それで、第２回目から実際の検討に入りまして、第２回目については中央公民館を核とした社会

教育施設のあり方について、それと中央公民館建設後の社会教育施設の統合についての意見交換を
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行ってきました。それと、第２回目に建設経費については十五、六億円を上限として進めてほしい

旨を話して、青天井にはしないということで、限られた財源の中でつくっていくのだということを

説明してあります。それと、町の財政状況についてご説明をいたしました。

第３回目については、建設位置について協議し、また中央公民館の果たす役割について検討を進

めております。具体的に必要な中央公民館の機能、ホールの数を含めた機能については次回以降の

検討になっております。その前に、近隣の施設等についてどのように使われているか、またどのく

らいのものが便利かということについて、視察研修を行う予定になっております。その後、席数を

含めた機能についての検討を進めていく予定でおりますので、今のところは規模数というのですか、

席数については出ておりませんので、よろしくお願いいたします。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 お許しをいただければ、私はこれ、議会だよりに載せたいのです、この数字

を。私が書いたデータなのですけれども、これは１回に何人利用されているかというのと、１回の

席に対して何％できているかと。

私は、これ反対するつもりはないのです。これをもっと利用してもらうためにはどうしたらいい

かということです。私は、当初から言っているのですけれども、ここは冷暖房当然使いますよね、

ホールですから。今まで邑楽町の施設で冷暖房ないのです、体育施設は。どこもないのです。ほか

はみんなあるでしょう、体育館でも何でも。そういうことからすれば、だから私は芸能発表だけの

ホールではなくて、スポーツもイベントもできるような、日本武道館をイメージすれば、それを小

さくしてもいいですから、いろんなそこの行事が取り組めるような対応ができれば、芸能発表以外

にも使えるような施設を、そのためにここへ多目的ホール、多目的施設か、今までうたってあった

と思うのです。それがだんだん中央公民館のホールならただで貸せるからというふうなことが再三

うたわれてきたのです。芸術ホールとか、そういうのはみんな有料なのです。だけれども、中央公

民館に併設したホールならただで借りられるというふうなイメージで、私も青年団当時聞いてきた

から、そういうことで町も動いているのかなと思うのですけれども、でもそれであれば芸能発表、

音楽発表、それだけに使うためのホールであれば、私はこのデータが示すとおり年に何回も満杯に

なることはないのです、500席つくっても。ただそれが今までの経過の中で、子供たち、中学生が

移動音楽会を年に１回やるときに、その人たちが全部入れるホールだというふうな話をするのであ

れば、そういう発表もできなくてはならないけれども、ほかにも使えるような施設にしなければ、

私は本当に経費の無駄遣いになってしまうのではないかなと思うのです、でき上がってから。

そういう点では、きちんと考えて対応していただければと思います、今後。ただのホール、私は

必要ないと思います。そうであれば、もう少し一歩進んで多目的に、多目的というと使いづらいと

いうことも否めない部分があるのですけれども、やっぱりそれを今の建築技術を網羅した中できち

んと対応していただければ、私は一つの施設でいろんな催しができるのではないかなと思うのです。
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そこのところをきちんとこれから取り組んでいっていただきたいと思いますけれども、それについ

てのお考えをお聞きしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 堀井副町長。

〔堀井 隆副町長登壇〕

〇堀井 隆副町長 お答えいたします。

第４回と申しますか、先ほど申しましたとおり中央公民館に必要な機能について、皆さんと議論

する場所がありますので、本間議員のおっしゃる機能についてもスポーツ関係の団体等が出ており

ますので、その中から意見が、個人的には聞いておりますけれども、出ていますので、十分反映で

きるのではないかといふうに思います。もしそういった意見が出なかったら、私のほうからそうい

ったことも言われているということで、お伝えしていきたいというふうに思います。

〇立沢稔夫議長 本間恵治議員。

〇14番 本間恵治議員 いろいろなことを申しましたけれども、私が言ったことで１つでも前向きに

進んでいけばいいなというふうに思っている、そういうつもりです。それを執行側が受けとめて、

どういうふうに進めてくれるかは今後の私は課題だと思っていますし、私も今後ずっと見守ってい

きたいと思いますので、立派な施設ができますように、中央公民館については願っております。そ

してまた、邑楽町の発展が税収がどんどん上がって、人口がふえて、ますます若い人たちが邑楽町

に入ってくるような、やっぱり町にしていかなければ、活性化していかない。ましてや少子高齢化

の時代ですから、よそから比べればまだ邑楽町は若い人がいるというふうなこともありますけれど

も、もっともっと若い人を邑楽町に取り込んだ中で行政執行、行政運営が立派に遂行できますよう

に心からお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。

〇立沢稔夫議長 暫時休憩をいたします。

〔午前１１時２５分 休憩〕

〇立沢稔夫議長 休憩前に引き続き一般質問を行います。

〔午後 １時００分 再開〕

◇ 大 野 貞 夫 議 員

〇立沢稔夫議長 ８番、大野貞夫議員。

〔８番 大野貞夫議員登壇〕

〇８番 大野貞夫議員 ８番、大野貞夫です。午後の１番ということで、皆さんお昼を食べて、大変

眠くなる時間帯でありますが、きょうは朝から大変ショッキングなニュースもいろいろ入りました。

尼崎事件の犯人だと思われている方が、何か自殺とか、変死とか、こういうようなニュースも入り
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ましたし、先ほどは北朝鮮が何かミサイルを打ち上げたというようなビッグニュースも入ってきて

おります。ちまたでは、衆議院の総選挙ということで、非常に総選挙も16日の投票日を間もなく迎

えようという中で、今度の総選挙というのは非常に争点がかなりはっきりしている、そういう選挙

だと思いますけれども、何せ政党の数が12とか、非常に乱立をしている中でそれぞれが皆さん何か

同じようなことを言っておられる。しかし、これからの我々のこの邑楽町自体もそうですが、私た

ちの生活にとってもこれからの日本を左右するような非常に重要な選挙ではなかろうかと思いま

す。いろいろメディアを通じて予測等もされておりますけれども、ここは冷静な目で、自分の目で

見、頭で考えて１票を行使するということが特に大切なのではないかというような感じがいたしま

す。余談はともかくといたしまして、早速発言通告に基づきまして質問をさせていただきます。

最初に、この邑楽町の住宅リフォーム補助金制度について質問をさせていただきます。この問題

については、2010年の、今から２年前ですが、６月の議会で住宅リフォーム制度で地域経済の活性

化ということで質問をさせていただきました。このときは、まだ非常に各自治体もこれを制度とし

て取り上げている数も非常に少なかったわけですが、その後これが爆発的に広がりまして、県内に

おいても当時は明和町、東吾妻町、中之条町、この３町で施行されておったわけですが、この邑楽

町でも24年度の予算計上で200万円という予算計上をしていただきまして、４月１日から施行され

たということでございます。

そこで、まず初めに産業振興課長にお聞きをしたいと思いますが、この間の交付状況ということ

で、申請数、それから交付済みの件数、交付金の金額はどのくらいなのか、これらについてご説明

をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

〇立沢稔夫議長 大朏産業振興課長。

〔大朏 一産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕

〇大朏 一産業振興課長兼農業委員会事務局長 お答え申し上げます。

邑楽町の住宅リフォーム補助金制度につきましては、ことしの４月１日から施行ということで、

本年11月末までの補助金の交付状況につきましては、申請件数が27件、交付済みの件数が23件、交

付した補助金の合計額につきましては、168万4,000円となっております。

以上でございます。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 どうもありがとうございます。

邑楽町の住宅リフォームのこの補助金の交付要綱というのができておるわけですが、いわゆる補

助金の上限額は１件当たり10万円、それからいわゆる率です、100分の５ということで交付されて

おるわけですけれども、では産業振興課長にもう一度だけお尋ねしますが、この中での１件当たり

交付金額の平均は幾らになっているのか。それから、10万円の交付件数というのがこれ上限ですが、

これが何件ぐらい出ているのか。それから、もう一つは、この交付済み件数、これのいわゆる総事
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業費、これがどのくらいになっているのか、その点をお聞きいたします。

〇立沢稔夫議長 大朏産業振興課長。

〔大朏 一産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕

〇大朏 一産業振興課長兼農業委員会事務局長 お答え申し上げます。

邑楽町の住宅リフォーム補助金の現在までの交付件数の１件当たり交付補助金の金額の平均は、

７万3,913円でございます。また、補助金の限度額10万円となっておりますが、10万円となった交

付件数につきましては６件でございます。また、今までに交付を行いましたリフォームをやった方

の総事業費、工事費ですけれども、その合計額につきましては税金込みで5,162万5,248円というふ

うになっております。

以上でございます。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 交付金額の先ほど言われました合計が168万4,000円、これ予算計上されてい

るのは200万円ですから、何か申請数からしますと27件あるらしいです。そのうち今の23件が交付

済みと、まだあと４件、これがこの先交付になるのかどうか、ちょっとわかりませんけれども、も

し仮にこれが全部認証されるというふうになりますと、200万円はもうもしかすると足らなくなる

かもわからない、こういうような状態が今日までの、今の報告の中にもありましたようにあったわ

けです。

それで、私は思ったのですが、この交付金額の合計168万4,000円、これに対してこの総工事費の

合計金額が5,162万5,248円、この経済効果といいますか、これを見ますと実に30.65倍という、こ

ういう数字が出ると思います。この現状を見まして、町長はどのような感想をお持ちかお聞かせを

いただきたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 この４月から、24年度からこの制度を開始させていただきまして、その現在までの

結果については課長のほうから回答したとおりでもありますけれども、さてその件数に対して総事

業費についての感想はというお尋ねでありますが、単純に5,100万円余の金額を23件で割り返しま

すと、220万円ほどになるのかなというふうに思いますが、それらの改修が部分的な状況になるわ

けでありますが、金額はそれ相当の負担をされているのかなという感じはいたします。そのような

感じ方をしておりますけれども、申請件数が27件、今後予想されるであろうという数字を含めて９

月の時点で170万円ほど補正をお認めいただいた経緯がありますが、そういったことを考えると利

用していただける方々が今後ふえていくのではないかなというふうな感想は持っております。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 金額については、私の場合は交付金額に対しての総工事費ということで、そ
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の経済効果ということで言ったわけですが、それにしましてもこの制度を導入することによって、

これを使った方が、いわゆる168万4,000円という支出を町のほうとして、補助金として使われたと。

これに対しての経済効果ということなので、今後この推移を見た場合に、これから町長にお伺いを

していきますが、やはり昨日の一般質問の中で各同僚議員からもいろんな意見が出されたわけです

が、非常に大型店舗の誘致あるいは工業団地の誘致、こういうことも確かに一概にそれがだめとい

うことではありません。

しかし、きのうの話の中にもありましたように、今日までの邑楽町のいわゆる企業数というのが

きのうの一般質問の中にもいろいろ出されておりました。それによりますと、件数からすると事業

者数の件数というのが約1,030というふうに私は記憶しているわけですが、そのうちいわゆる大き

な大企業と言われているところは８社というふうに認識をしております。そうしますと、やはりこ

の邑楽町の経済を支えている多くの業者というのは中小零細業者、この人たちがやはり中核をなし

ているというふうに私はそのように思うわけです。ですから、やはり町を活性化するという点につ

いては、そういう大型店舗の導入ももちろん必要ではありますけれども、こうした中小零細業者の

やはり活性化というものがなくして邑楽町の発展はやっぱりあり得ないのではないかという感じが

いつも私もしているわけであります。こういう観点からすれば、このたまたま導入をされた住宅リ

フォーム補助金制度、これは各地域から見ますと、邑楽町においては100分の５、それから上限10万

円ということでございますけれども、他市町村を見ますと額がそれよりも10％、あるいは上限が15万

円とかということでいろいろばらつきはありますけれども、それなりに差が出ております。こうい

う現状を見た場合に、やはり邑楽町として今後これを進めていく上において、町長の考えとしてこ

れをより拡充をしていくという考えがあるかどうか、その辺をお聞きをしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 この住宅リフォーム補助金制度の拡充ということについてのお尋ねですけれども、

確かに議員が言われますように、他の市町においては限度額が当町よりも高く設定されている団体

もあります。しかし、当町においては、この発足がことしからということもありますし、そのよう

な状況を考えたときに、また近隣のこの郡内の状況を考えたときに、導入をされていない町もある

わけでありますけれども、それはそれとしてその団体の考え方なのですが、町としてはこの制度が

発足した当初でもあり、また今後そのようないろんな問題や変化があった場合に、またそのときに

検討していくということで、現在のところこの限度額を拡充するという考え方については今のとこ

ろ持っておりません。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 拡充は、考え持っていないというお答えでしたけれども、私はこの現状を見

た場合に、私は効果が確実に出ていると思うのです。ですから、そこにもう少しやはり私は自信を
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持っていただきたいと思うのです。

では、なぜ拡充をためらうのかという今の話の中ですと、他町村との比較というようなことも言

われたわけですけれども、余り悪いことは別に真似する必要はないですけれども、邑楽町としてや

って、こういう結果が、実績がやっぱりあるということは、少し自信を持っていただきたい。それ

をよりやっぱりふやしていくことによって、これを使う人たちの件数というのはやっぱり私は多く

なると思うのです。

ちなみに、これが施行されたと言ってから邑楽町としてこれを町民にどのような周知徹底がなさ

れたか、この辺を、これは産業振興課長でわかれば結構ですが、その辺はどのようにして手だてを

今までやってきたのか、わかっている範囲内でも結構です。ご報告をお願いします。

〇立沢稔夫議長 大朏産業振興課長。

〔大朏 一産業振興課長兼農業委員会事務局長登壇〕

〇大朏 一産業振興課長兼農業委員会事務局長 お答えします。

住宅リフォーム補助金制度の周知の方法でございますけれども、基本的には町の広報、こちらを

使いまして町民の方には周知を行いました。あと、町のホームページ、こちらのほうでも周知を行

いました。

以上でございます。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 今、ご説明の中にありましたように、広報、それからホームページというこ

とでございます。私が、町内いろいろこの問題について歩いてみますと、まだ意外と知られていな

いということが感じられました。もう既に私の近所でもリフォームをやっておられたのですが、こ

の制度があったということを知らなかったと、これ、私地元の議員として、もう少し啓蒙しなくて

はならない、こういう立場からすれば、私にも責任があると思いますが、こういうことをもう少し

きめ細かく町民に徹底する必要があるのではないかと思うのです。それは、使われる住民だけでは

なくて、施工する業者というのは町内業者に限られているという点からすれば、商工会とか、そう

いうところを通じてでも業者にこういう制度が邑楽町としてできましたというようなことをやっぱ

りアピールしていく必要があるのではないかと思うのです。そういうことによって、もっとこの利

用率というのは確実に上がっていくと思います。

こういうことによって、よく経済効果というわけですけれども、このリフォームというのは考え

方によるのですが、まず工事の発注によって下請の発注ももちろんありますし、それから原料、資

材、部材の発注ということにもつながってまいります。それから、それによって仕事の増加によっ

て、業者やそこで働く人たちの所得もふえていくと。その波及効果というのは、これは非常に大き

なものがあるというふうに感じております。

もちろん今言われたような町内業者に限る、こういうことから価格競争による町外業者へ仕事が
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流出する、これが抑制をされる。それから、住宅の安全性能とか、いわゆる断熱、換気、その性能

を高めるというようなことからの省エネ効率の向上、あるいはお年寄りがいる家庭なんかですれば、

いわゆる段差をなくすとかということでのバリアフリー化の促進、こういうことにもつながってい

く。こういうことによって、例えば介護保険給付の節減なんていうのにも当然結びついていくのだ

と思います。そういう点でのこのいわゆるリフォームの支援事業、この効果は非常に大きなものが

あるというふうに私は思うのですが、町長のご意見を伺いたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 議員のご質問のとおり、この住宅リフォーム補助金制度については町内業者に限定

をされているということもありますし、そういう点では町内の関係する方々へのその経済効果とい

いますか、先ほども5,160万円ほどの総事業費ということを報告をさせていただきましたけれども、

それを見ても経済的な効果は大いにあるのかなというふうに思っておりますので、これは議員のご

意見のとおりだというふうに思います。

先ほど、拡充について考えていませんというお答えをさせていただいたという中で、新制度が発

足したばかりであり、これからの動向も見きわめた上でということも申し上げましたけれども、あ

わせて限られた予算の中での利用をしていただくということを考えたときには、やはり幅広くそう

いった制度を活用していただくということもあわせ持って必要かなという思いから、先ほど申し上

げたわけでございますので、ご理解いただきたいと思います。

また、この制度が知られていないということについては、議員からこの近所の方ということの具

体的例も出されましたけれども、確かに広報とホームページだけの周知でよろしいかということで

あれば、やはりそういった事業を起こしている方が加入されているであろう町の商工会の広報等に

も掲載をしていただくということが必要だろうというふうに思います。したがって、商工会のほう

へもこれらの普及に向けての広報活動をしていただくようにこれからお願いをしていきたいと、こ

んなふうに思います。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 先ほどの答弁から一歩前進しましたかね、そういう希望を私も少し持ちまし

たので、自信持ってぜひやっていただきたいと思います。

やはり仕事がふえれば中小零細業者の方が潤うということは、その逆を言えば税収もふえるわけ

ですから、そういう点からすれば何も全部持ち出して、マイナスになるということではないわけで

すから、町が活性化するということはもちろんいろんな面で、税収の面からも何からも元気が出る

わけです。だから、一つ一つそういうことでこういう実績があるということに、何回も言うようで

すけれども、確信を持って私は進めてもらいたいなという考えであります。

この問題はこの辺にしまして、次に学童保育所くらかけ広場問題について触れていきたいと思い



- 106 -

ます。これは、９月の一般質問の中で取り上げまして、まだ３カ月前ですから、町長も鮮明に覚え

ていると思います。私も、そのときの会議録を今、手元に持っておりますので、これを見ながら町

長のこのときの答弁がどうだったのか、考え方がどうだったのかということも検証しながら、おさ

らいではありませんけれども、引き続いていろいろ議論を重ねていきたいというふうに思います。

その前に、その後９月以降、くらかけ広場の移転がどうなったのか、その辺の進捗状況を担当課

長からご報告をいただきたいと思います。

〇立沢稔夫議長 河内福祉課長。

〔河内 登福祉課長登壇〕

〇河内 登福祉課長 お答えをいたします。

先ほどありましたけれども、９月議会のときに議員のほうからご質問いただいて、町長のほうか

ら答弁がありましたけれども、その中でくらかけ広場のほうが非常に前向きに自分たちでそういっ

たものも考えて、それから12月までに今の保育をしている旧南保育園の建物を12月までに明け渡す

ために、とりあえず空いている民家を探しているというようなお答えが町長のほうからあったと思

います。

その後ということでございますけれども、何回か学童側の役員さんたちとお会いをしたという中

でお聞きをしたという内容についてお答えをさせていただきますけれども、まず９月議会が終わっ

てすぐに、学童協議会という、ポランさんとくらかけさんの役員さんの要望活動ということで１回

お会いをさせていただいております。それから、10月にくらかけ広場の会長さんに役場に来ていた

だいて、そのとき私が１回お話をさせていただいております。９月のときには、町長にも同席をい

ただいて要望活動を聞いていただいたのですけれども、その関係でくらかけさんのほうからは、学

童クラブ新築について学童クラブで考えているスケジュール、それから資金計画等についてお聞き

をし、また新設場所等についても要望をお聞きをいたしたところであります。こちらからも町で持

っている情報等というのもお話をいたしました。

また、新学童クラブ建設まで空き家を探すということで、家賃等も必要になるかもしれないとい

うことで、その補助は考えてもらえないだろうかというようなことも、そのときにお話が出ました。

これにつきましては、既に他の学童クラブにも補助を行っているところでございますので、同じよ

うにさせていただくことは可能であろうというようなお答えをしたところでございます。その後の

私どもの対応としましては、この12月の議会に補正予算のお願いをさせていただいて、一昨日お認

めをいただいたところでございます。１月からは実質借家になるということでございますので、家

賃補助を一部でございますけれども、補助はできるようになったというふうに考えております。

それから、また10月のときに会長さんとお会いしたときには、当面の移転先が確保できたよとい

うようなお話をいただきました。これにつきましては、場所等は長柄小学校のすぐ近くなのですけ

れども、詳しい貸し主等につきましてはちょっと個人情報等もございますので、この場では差し控
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えさせていただきますけれども、そういうお話をいただいて、12月までには移転を終了できそうだ

というようなお話をいただいたところでございます。そのほかの、そのときにも新築に向けた準備

状況等私どもでお聞きをしたところでございます。

それから、つい先日、12月に入ってからでございますけれども、くらかけ広場の役員さんのほう

から担当係長のほうに電話がございまして、ＮＰＯ法人の認可が予定どおり来年の３月には取得で

きそうだと。そのほか、また法人登記等の必要な手続も３月中には終了する予定であるというよう

な報告をいただいたところでございます。今の状況につきましては、そんなようなところでござい

ます。

以上でございます。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 今のその後の状況についてはわかりました。ありがとうございます。

ＮＰＯ法人として３月には取得できるということ、意外と早かったと思います。もっと私は時間

がかかるのではないかなと思ったのですが、こういう形で保護者会のほうでやられるということに

ついては、お互いにそういう了承のもとに進んでいるという点については、私はそれ以上のことを

言う必要はないと思うのですが、基本的な問題で私は町長にここで確認をしたいと思うのです。

というのは、前回、いわゆる町長の学童保育というものに対する考え方、これ９月議会の中でも

私は申し上げたのですが、はっきりとここに書かれていることは、そのときの答弁は、今邑楽町に

は４館児童館があると。この児童館が言うなれば学童保育の保護者会との懇談というのですか、そ

の中でいろいろ話の中でいつも、前回も言いました。邑楽町には児童館があるのだから、そこを利

用すればいいではないかという考えをよく町長は言うのだと。それで、前回の私の質問の中でも児

童館と学童保育というのを、私が聞いた範囲内では同列に考えているというふうに私はとりました。

その考えは、私はいや、それは違いますと、学童保育と児童館というのはおのずから内容からして、

また法的にも違うのだということを私は指摘をしたつもりでありますが、その後の３カ月もあった

わけです。考え方に対して町長、何か変わりましたか、どうですか、その辺ちょっとお聞かせくだ

さい。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 以前の質問の中でお答えした点について、今議員のほうから言われたとおり、私自

身の勉強不足もありまして、その内容を熟知していなかったという点はありました。

その後、副町長にもその内容を聞いた経緯はありますが、そのことを聞きますと児童館の運営と、

それから学童クラブの運営ということは、この対象となる児童といいますか、違うというようなお

話を聞きまして、今ではそのようなことでの認識を持っている次第でもあります。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。
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〇８番 大野貞夫議員 私は、今の町長の答弁を聞いて安心しました。このことは、今学童保育にか

かわっている若いお父さん、お母さんたちの非常に大きな関心の一つだったのです。邑楽町は、学

童保育というのは余り考えていないのではないかと、そういう声で半ば諦めに似たような声も私の

耳に入ってきたわけなのですけれども、実際はやはり私は前回お隣の館林市の例なんかも出しなが

ら、いろいろなご質問させていただいたわけなのですが、これはいわゆる、副町長はよくご承知だ

と思うのですけれども、今からもう既に1998年のときに、児童福祉法の改正によって、これは各地

方自治体、これがやはり責任を持って施設整備も含めてやらなければいけないという法的にこれが

確立をしたわけです。そこのところで、お隣の館林市や太田市にしてもそうなのですが、どんどん

事業を進めていったと。ですから、各学校区には１つなり、多いところでは２つそういう学童保育

がつくられていって、そしていわゆる公設民営という形でそれが運営をされて、委託事業としてそ

こに父兄が委託をされているということが、もう至極当たり前みたいに今やられてきているのです。

先ほどのＮＰＯ法人の取得をという話も当然、これは先ほどの話でこれ行けばいいと思いますけ

れども、基本的には自治体がやっぱりお金も出してそこにつくるということが、この法律の中でも

規定はされてきているのです。これをやるかやらないかというのは、いろいろ財政的な問題もある

でしょう。一概に、急にと言ってもできないかもしれませんけれども、100歩譲って邑楽町として

それをやる方向で進めていくということは、これは自治体としてやっぱりやらなければならないこ

とだと思うのです。これを野ざらしにして何もやらないということは、これはやっぱり怠慢になる

と思います。そういう点では、他町村の、ほかの地区で、市の段階では非常に活発にやっておりま

すけれども、では例えば大泉町はどうか、千代田町はどうか、板倉町はどうかと、明和町と、こう

いう話になりますけれども、余りそこと比較をして、こういうことはいいと思ったことはやっぱり

率先して邑楽町はやるべきだと私は思っているのです。だから、その辺の考え方として、ではＮＰ

Ｏ法人立ち上げた、そうすると場合によってはＮＰＯ法人立ち上げることによって、そこからどこ

か補助金がおりると、そういうことも考えられます。そうすると、考えようによっては、邑楽町は

そのほうがお金出さなくても済むと。

私は、この間の質問の中にも言いましたように、国の１カ所当たりの単価が2,140万円かかると、

これを国と県と各自治体が３分の１ずつ持てば、建物については700万円のお金があれば１校自前

の、いわゆる公設の学童保育ができる。こういうことを前回も私は申し上げました。こういう立場

で、やはりやっていくことが私は必要ではないかと思うのです。前回もその辺での中で明解な町長

の返事は聞けなかったのですけれども、今の私のこの考え方、それでこれは法的にはどういう、何

条、細かいことは言いませんけれども、こういう点からするならば、今私の言ったことに対して町

長はどのような考え方を今現在持っておられるか。もしできなければできないで、私はいいと思い

ます。はっきり言っていただいて結構だと思います。できなければできない、ではなぜできないの

か、何が原因でできないのか、そこまで言っていただかないと、話が前に進みませんから、その辺
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をひとつお願いします。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 町のほうからの放課後学童保育に対しての支援の考え方でありますけれども、先ほ

ども課長のほうからこのくらかけ広場については25年３月にＮＰＯ法人の取得が可能であり、登記

もそのときに終わるであろうという回答をさせていただきましたけれども、そのような団体での状

況が形成をされてということになりますと、その建物ですとか施設整備についてはこども未来財団

があるわけですが、そこで今議員が言われましたように基準額、そしてその基準額の2,150万4,000円

ですか、それをもととして一定の割合に応じてその補助が施設整備のために補助されると、この制

度については実は町、市町村から助成を受けた場合にはその対象にならないというような条文もあ

るわけですので、その施設整備についてはこども未来財団の補助金の活用をしていただいて、整備

をしていただく。

さて、ではそのままで町が補助をしないのかということになるわけですけれども、これは児童館

に来ている子供にしても、このくらかけ広場の子供にしても、町の子供には間違いないわけであり

まして、それはそれなりの支援、応援はしていかなければならない、またしていきたいと、こんな

ふうに思っております。具体的な数字について幾らということについては、またその経過を見た中

で判断をしていきたいと思いますけれども、支援ということについては行っていきたいというふう

に思います。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 こども未来財団からのという話は、私も承知しております。そのところから、

そういう補助金の制度を大いに活用してやるということについては結構なことだと思いますが、今

くらかけ広場の問題については前回の中にもちょっとその辺確認しておきたいのですが、将来、将

来というか、そんな長い先ではないのです、今の南児童館の跡地ですね、今更地になっていますけ

れども、そこを考えてもいいよというようなニュアンスをこの間町長からの答弁の中でいただきま

した。言いましたよね。旧の児童館の跡地ですね。

それで、立地条件からすれば、これはすばらしい、あんないいところないわけです。長柄小学校

の門、すぐ隣ですから、ですからこれはそこが使えるのだったら最高にいいところだなというふう

に思います。そこにできた場合に、つくると言った場合には、ただこども未来財団からのお金がど

のくらいの率でおりるのか、その辺はちょっと私まだそこまで定かではないのですが、いわゆる３

分の１ずつというような計算でいきますと、そのくらいの額を町長、考えておられるのですか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 このこども未来財団からの補助金、補助率ですけれども、これは３分の２が補助と
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して出されると。これは、先ほど申し上げました基準額が2,150万4,000円ということです。そのく

らかけ広場がどのような施設をということになりますが、その2,150万4,000円と実際に施設整備を

する金額のいずれか低いほうということになりますから、その計画書が出てきませんと、その額に

ついては申し上げられませんけれども、少なくとも３分の２ということになれば、先ほどの支援と

いうのが残り３分の１ということになるか、その状況に応じてというのはまさにそういうことでの

判断、そのときの判断になるわけですので、また具体的な数字については、くらかけ広場と十分協

議をした中で考えていくということが必要かなというふうに思います。

〇立沢稔夫議長 大野貞夫議員。

〇８番 大野貞夫議員 ありがとうございます。

私が、この学童保育について前回に引き続いて今回もというように、なぜこういう質問をしてい

るのか、そういう点からちょっと私話させていただきますが、今少子高齢化と言われている社会の

中で、邑楽町は先ほどの話もありましたように、子供の数がどんどん減っていると、学校の統合問

題にまで話が発展してきている。学校の部活もできない、やはり子供の数が少ないということは、

この邑楽町にとっても、これは国もそうですけれども、決して発展する状況にはならないです。や

はり先が非常に心配な現象だと思います。やはりそういう観点から言っても、この邑楽町で安心し

て子供を産み、育てられる、こういう環境づくりが、それは一概に、一遍にできません。今から日

常ふだんに追求をしていかなければならない問題だと思うのです。こういう観点から私はやはり子

供の健やかに育っていく環境整備というのですか、こういうものをやっぱりきちんと親たちも安心

して邑楽町だったらここに子供安心して預けられるということを、やはり皆さんが持っていただく

ということが非常に大事なことではないかというふうに思います。そういう観点から、私はこの問

題をちょっとしつこいようですけれども、取り上げてまいりましたし、これからもこれに関連して、

学童保育だけの問題に限らずいろいろ問題を詰めていきたいと、そのように考えております。そう

いう点ではぜひ町長にも英断を持っていただいて、それで非常に今いつでも言うのですが、お金の

かかる問題です。

しかし、それはいまに、一つの投資ではありませんけれども、そこに投資をすることによって必

ずそれが花が咲き、実がなる、こういうものだと私は思っていますので、そこに多少のお金がかか

るにしても、使うところにはやはり手当てをしていく。23年度の基金積立金ですか、いわゆるいろ

いろ中央公民館という構想、あるいは児童館の改築、プールの新設というようなことでいろいろあ

りますけれども、やはりこの中でも公共施設等整備基金としては３億5,200万円ですか、それから

財政調整基金で２億4,200万円と、こういうお金をやはりふやしていってきているわけです。です

から、非常に財政力指数というのは、前回もこの邑楽町は非常にいいのだということになっていま

すけれども、やはりお金は我々の血税ですけれども、何も無駄遣いをするということは、これは必

要ありませんけれども、やはり必要なところには手だてをしていくということは、これは必要だと
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思います。こういう点をひとつよく吟味していただいて、よりよい町づくりのためにこれからもぜ

ひ頑張っていただきたいということを要望しまして、時間少し残っていますけれども、これで質問

を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇立沢稔夫議長 暫時休憩します。

〔午後 １時５４分 休憩〕

〇立沢稔夫議長 休憩前に引き続き一般質問を行います。

〔午後 ２時１０分 再開〕

◇ 小 沢 泰 治 議 員

〇立沢稔夫議長 10番、小沢泰治議員。

〔10番 小沢泰治議員登壇〕

〇10番 小沢泰治議員 10番、小沢泰治です。皆さん、こんにちは。小腹がすいてきたような時間に

なってきましたけれども、ぜひ居眠りしないようにお聞きしていただきたいと思います。

きょうは、簡単な質問２項目ばかりなのですけれども、きょう新聞見ましたところ、いろいろい

いニュースが入っていましたが、私、きょう平成24年の議会、最後の議会で質問させていただくわ

けですが、西暦で言いますと2012年、きょうは12月12日、特に12時、12時を基準としてお話を主に

させていただいて、今後の邑楽町についてお話しさせていただきます。

今回が第４回の定例会なのですが、町民に選ばれて議員として仕事をしていまして、通告に従っ

てきょうやらせていただくのですが、23年から計７回質問させていただいております。金子行政執

行についてただし、また全町民あるいは町、邑楽町のため、広域のために提案、提言をさせていた

だいたりしました。それで、きょうは朝起きましたら、先ほどもお話ししましたが、新聞見まして、

非常にいいニュースが入っていたわけです。

まず、第１が山中京都大学教授のノーベル賞受賞式があったということで、非常にこれすばらし

いことです。また、小学校、教育長には特に関係ありますけれども、小中学生の学力の理科、数学

ですか、この前の議会でも私お話しさせていただきました、ぜひ理科教育をしっかりということで。

その結果があらわれた、教育長のお話のように力入れているということで、あらわれたのかと思い

ますけれども、小学校についてはいい成績だったと。中学校については、まあいい成績なのだけれ

ども、問題あり、そんなような記事が載っていまして、またその後私が憂えていますのは、中学校

になるとやはり算数あるいは理科というものに関してだんだん遠ざかるといいますか、それ社会の

悪さ、メディアの悪さ、そういうものが大いにかかわっていると思うのですが、スポーツ、文化、

理科、科学、そういうことで言いますと、まず人間は動物ですから、理科の範疇にあるわけですけ

れども、そういう中でぜひその理科、算数に重きを置いたような営み、生涯がいいかと思うのです。
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ｉＰＳ細胞については非常に私たちが死ぬのがなくなるのではないかなと思うようなこともありま

す。また、50歳ということで、非常に若かったので、私、あの教授のお話を聞きまして、多分余り

ないかと思いますけれども、あの方はノーベル賞を２回いただくのではないかな、私は直感しまし

た。そんなことで、けさ起きて、また思いをめぐらせたわけですけれども、そのほか小さいニュー

スでは双子座流星群、これも理科、科学に入りますけれども、あすの夜がピークだということで、

あすの夜から未明にかけてぜひ空を仰いでいただければと思います。

また、私が、館林高校に子供が行っているときに、ＰＴＡではなむけの言葉としてお話ししたの

ですが、ぜひ、よく昔から柳の下にドジョウがいるかもしれない、いるからというお話聞きました。

私は、そうでなくて、やはり動物と植物の間と言いますから、あるいは菌類、発酵、そういうもの

で邑楽町には平地林がいっぱいありますけれども、平地林の直射日光が当たらないところ、落ち葉

の下、そういうところに非常にすばらしいものが隠れているのではないか。ですから、みんな頑張

れよということでお話しさせていただいたことがあります。

また、上を見れば向井千秋さんが宇宙飛行士ということで頑張った、そういうのもありましたか

ら、そんな話をさせていただいたことがあります。そういう中では、双子座の流星群、またこれは

佐渡ですか、佐渡で新種のカエルが見つかったということで、やはりいつも、いつも興味を持って

前向きにというか、プラス志向というのが大事ではないかと思うのです。

そんな中で、経済面になりますけれども、１面に、邑楽町にも工場がありますが、サントリーが

清涼飲料、飲料部門で、あそこの会社は基本的には株式市場に上場していないのですけれども、そ

ういうところに上場して5,000億円のお金を得ると、そういうことでＭ＆Ａ、海外の企業を買収し

たり、もろもろこれから手打つために必要だしするからということで、色々なさっております。企

業も民間も、ということです。

本題に入る前に、今12月で国政選挙が真っただ中です。ですから、いろいろそれぞれ慌ただしい

わけですけれども……

〇立沢稔夫議長 小沢議員、通告に基づいた発言をお願いします。

〇10番 小沢泰治議員 はい、それは前段ですから。非常に慌ただしい12月でございます。そんな中

で通告に従いまして質問をさせていただきます。

やはりいろいろの情勢を皆さんが知って、それで今後の邑楽町はどうあるべきか、そういうこと

だと思いますので、まず最初が、２つ私は質問を提示してあるわけですが、１つ目が太陽光の有効

利活用で、庁舎光熱費の削減をということで、まず見出しが１つ。その次が、役場庁舎２階の町長

室の可視化についてということで上がっております。太陽光だとか光熱費だとか、ある意味狭いか

もしれないのです。あるいは町長室の可視化、狭いかもしれないのですけれども、これがいろいろ

の意味であるので、町長にはお話ししてありますが、そういうことについてお話を進めさせていた

だきます。
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まず、館林市、邑楽町というこの地域が、夏は非常に高温であると、冬は空っ風で寒い、よその

地域からここに転居をなさってきている方のお話を聞きますと、北海道より寒いと、そういうこと

で天候は晴の日が多いのですけれども、肌に感じる寒さは異常なものがあります。そんな中で、邑

楽町役場、六、七年前ですか、非常によい庁舎ができて、よその町からも見学に来ていらっしゃる。

そういう中、この12月12日から21日、冬至にかけまして、太陽が東から西に沈むわけですけれども、

一番地平線と言いますか、水平線から低い、上に上がらない時期なのですね。そういうことで、私

調べてみましたら、これ、なぜこれをやったかといいますと、あるとき小倉企画課長と直射日光を

庁舎内で浴びたことがあるのです。それで、そのとき私はこういう人間ですから、では何とかしな

くてはということで、話したわけですが、町長がこの庁舎に入りまして５年ですかね、たったわけ

ですけれども、５年ですから、五三、十五、2,000日弱になりますか、そういう日数たっているわ

けですけれども、ただ私は１回ブースに入ったら、夏だったものですから非常に暑かった。

これは大変だと思いまして、きょうの質問に至ったわけなのですが、2012年の12月22日12時、正

午ですね、それを見ますと太陽の日差しが差し込む角度が30度４分なのです。非常に低いです。そ

こから庁舎内に日が差し込んでおります。非常に結構なことです。あの庁舎、特に２階はそれこそ

上着を脱がなければいられないような状況になってしまうかと思うのですけれども、光熱費が余り

かからずに済む、そして客だまりというか、あそこも配線の関係でだめなのでしょうけれども、本

来なら電球といいますか、照明は要らないでしょうけれども、現在ついている。そういうものを改

善したりも必要だと思いますが、きょうは12日なのですが、21日が冬至、これは冬至になりますと

30.1度です。この日が一番太陽が下なのです。遠いと言いますか、下なのです。それで、一番近い、

近いというか、勾配が上から照らしてくれるのが夏至なのですけれども、ちょっと前後しますけれ

ども、夏至が６月21日で、差し込む角度が76.7度ということですから、真上から来ているようなも

のです。しかしながら、この建物の構造がもうここに、先に立った人がいるのだから申しわけない

のですけれども、もう一ひねりというか、もうちょっと気遣ったらよかったかななんて思うところ

もあるのですが、それはお許しください。３月の20日が春分の日、そして９月22日が秋分の日、中

間の日です。そういう中でお話しさせていただきます。

そういうことで、30度の角度から入るから、冬は問題ありません。まぶしかったらブラインドで

光を遮ればいい、でも光はガラス越に入りますから、ブラインドを温めますから、温度は上昇しま

す。そういうことで非常に結構だと思うのです。それが、私が思うのは夏なのです。夏２階は庇が

ないのです、こういう出ているつばというか、そういうのがないものですから、直ガラスから日光

が差し込んでしまうことなのです。夏ブースの中で町民の方とお話しすればわかると思うのですが、

そういう実情にありますから、ぜひ町長にそれを改善して、その直射日光が入るのを改善していた

だくために、ブラインドを下げれば日光自体は遮られるのですけれども、プラインドを温めていま

すから、温度は上昇します。そういうことでお願いしたいのですが、外部に庇を出していただけれ
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ばと思うのです。鉄筋コンクリートでできておりますから、それに笹子トンネルではないですけれ

ども、ああいうことでやって、また吹っ飛んだら大変ですけれども、しっかりしたものをつけてい

ただいて、風に耐えられる、そして日光を遮る、結果として直射日光が庁舎内に入らないような状

態、あるいは反射光、反射熱が庁舎に入らないような状態の工夫を設計屋さんにしていただければ、

これ福島設計がやったのですか、どこでもいいのですけれども、安く効果的にできればと思うので

す。そういうことで、その辺を考えていただければと思います。

非常に冬は暖かい、夏も暖かいというようなことなので、そういうことについて町長が現在５年

間ここで町のトップとして仕事なさっていただきまして、感じたこと、自分がどうだということが

あったらお聞きしたいと思うのですが。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 建物の利用というのはそれぞれあるだろうというふうに思いますけれども、今議員

のほうから言われました冬至と夏至ということの角度まで話されました。ちょっと私が聞き違えて

いたら大変失礼なのですが、私は冬至での31.1度というお話ですが、その部分については採光とい

う、光が入ってくるということは暖房効果があるということになりますから、よろしいことだとい

うふうに思います。逆に夏至、76.7度というお話ですけれども、この部分については太陽の傾斜角

度、真上という状況にありますので、そういう点では採光、光は入ってこないので、暖房効果とい

うことは、これは考えられない。ある意味では、南に面した庁舎のつくり方というのは、この地域

に合わせた建物になっているのかなというふうに思います。

したがって、そういう面ではある意味効率的に建物構成が、構造がされていますので、それに、

ちょっと私聞き違えたというのはそこの部分なのですが、庇をかけてしまうと光が入ってこない。

したがって、冬の暖房効果が薄れるというような考え方になるかなと思います。議員の質問の内容

がそういうことだったものですから、そのようにお答えをするのですが、したがって庇をかけると

いうことについての考えはということがありましたが、そのようにある意味理想的につくられてい

る建物というふうに認識しておりますので、それをかけるということについては考えていないと。

まさにこの地域に合った建物としてつくられているというふうに認識をしております。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 いや、町長、それは間違っていますよ。冬は30度で入るのだから、相当奥ま

で直接入ってきます。それで、いや、全然、全然それがなくできますから。それで、ある一定の高

さに庇を出しますと、76.7度でしたっけ、この角度で入った直射日光を一切庁舎内に入れないで設

置することができます。冬は、こういう角度なのだよね、直射日光の入り方がこういう角度。夏は、

この角度よりも鋭角、こういう感じで入るのです。でもブースを見ますと非常に、あそこでお話し

したことありますか、暑いのですよ。その暑さが東から西までかかわってくるわけなのです。です
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から、それを解消するために、今は庇がゼロですよね、約ゼロ。そういうことで、解消するために

庇を少し、２メートルも３メートルも出せということでなく、そうすると冬場のこれに影響もして

きますから、そんな必要ないのです。それなので、光線を遮るということで一考をお願いしたいと

思うわけです。

それでは、私のお話がでは理解できたかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 申しわけありません。理解ちょっとできないのですけれども、申しわけありません。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 それは教育長によくお話しして、小中学校の教育をもう一回受けてきてみて

ください。

自分のこと言っては申しわけないですけれども、うちの事務所はそのようにできています。夏は

日差しが一切入らない、冬は２メートルも３メートルも入る。ですから、冬は30度にもなってしま

います、温室です。小島先輩議員がメロンハウスだ何だの庁舎のことで言ったことありますけれど

も、本当に温室になってしまうのです。ここもそうですよね、現実。それが可能ですからぜひ、可

能なのです、私断言しますから、そういうことで前向きに考えられるでしょうか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 今のご質問でしたら私も理解できますが、その理想となる自然条件を遮る、庇をか

けるということは遮るということになりますと、そういった冬暖房効果が遮断されてしまうという

ことになりますので、議員のところの事務所はということがありましたけれども、この役場の庁舎

ということでの理解をさせていただきたいのですが、その効果は薄れていくのではないかというふ

うに思っているのですけれども、したがって庇については先ほどお答えをしたとおりでございます。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 いや、30度と76.7度という誤差があるのですね。四十何度、絶対できるので

す、できるのです。私は、町長の選挙のときと違ってうそは言いません、できますから。ぜひ考え

ていただきたいのです。

それで、その次に入っていきますけれども、もしそれに太陽光の発電パネルが設置できるようで

あれば、その上に八十何メートルかあります。それと一緒に設置しながら発電もして、遮光もして

ということで実施していただければと思います。ただ費用対効果等もありますけれども、これある

意味邑楽町がそういう前向きなのだ、太田市の清水市長は相当前向きだということで、創意工夫し

ながらやっていますけれども、ああいうことで町が、ほかの町からも視察に来ていますけれども、

町がそういう状態であれば、いや、来たときに庇にも太陽光のパネル張って、再生エネルギーとい
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うことで二酸化炭素を出さない、あるいは事故も起きない、それに前向きなのだよということで、

昨日ですか、二百数十万円かけてどうのこうのというのがありましたけれども、それ以上に一目瞭

然わかりますから、ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。

太陽光発電に入りましたけれども、現在庁舎のちょうど真ん中の屋根に太陽光発電がついていま

すけれども、あれの発電量が、調べていただいたらパネルの面積が128平方メートル、発電容量が20キ

ロワットということで、年間でいくと２万7,392キロワットを町の電源として使っているのです。

それで、これは売電もしていないし、庁舎で全部使うということで、蓄電もしない。その中で、邑

楽町が東京電力から買い入れている、これ動力と電力あるのですけれども、何か大口需要なので、

高圧で受電していて、庁内でそれ、いろいろもろもろ分けているのでしょうけれども、31万9,764キ

ロワット東電から買い入れている。それプラス町で、屋根で発電している２万7,392キロワット、

合計34万7,156キロワット邑楽町庁舎使っているわけです。そうすると、２万7,392キロワットが全

体の何％かといいますと、7.89％なのです。これを金額に直しますと、総電気使用料が邑楽町役場

が637万1,299円、その中の54万5,785円分が太陽光発電で賄ってもらっているわけです。そういう

ことで、私何で全体を太陽光発電にしなかったのかなとも思いましたけれども、当時は太陽光発電

もこれからというときだったので、試験的にというのもあったのでしようけれども、できれば今真

ん中の東と西、広い面積の屋根がかかっております。そこについて太陽光発電を試みてもいいので

はないか。それと、先ほどの庇についてもということで、提案もさせていただきたいのですけれど

も、その辺については町長、いかがでしょうか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 再生可能エネルギーの中での太陽光の利用ということについては、庁舎にも今ご質

問の中にもありましたけれども、その利用を図っている、設備を整えていると。そのほかにも町の

ほうの施設については町営住宅の現在工事をやっている部分、それから中野小学校の体育館の部分、

それから25年度に予定している長柄幼稚園の園舎にも、その再生可能エネルギーとして太陽光につ

いての施設整備を考えていきたいというふうに思っているわけです。

それで、具体的にこの庁舎の部分について、いわゆる128平方メートルのパネル面積以外のとこ

ろに設置する考えはどうなのかということですが、実はこの128平方メートルの工事費、お金のこ

とを言っては恐縮なのですけれども、約2,000万円近くの工事費がかかっています。そうすると、

その128平方メートル以外の面積、720平方メートルほどあるようです。それを単純に掛けていきま

すと、大変な投資といいますか、工事費がかかってくるというふうな状況もあります。加えて、そ

の太陽光で発電をされた熱量を、先ほども議員おっしゃられましたけれども、年間２万7,392キロ

ワットアワーの数字、金額で54万5,000円ほどという話がありましたが、その使用電力料というこ

とをあわせ持って考えていく必要もあるかなというふうに思います。もちろん売電ということには
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ならないというふうに思いますし、庁舎で使用するということになりますと、それはそれなりに効

果はあるかと思いますが、しかしその費用対効果ということだけで判断しては、これは失礼かと思

いますけれども、というのは環境の問題等を考えれば、これは大きな問題にもなりますけれども、

しかし町の工事についての考え方はいろいろこれはメリット・デメリットもあるかなというふうに

思っておりますので、あくまでも現時点でのという話ですが、その残された部分についての太陽光

発電についてのパネル設置は十分慎重に考えていかなければならないし、現時点では考えていない

ということでお答えをしたいと思います。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 私がなぜお話ししたかと申しますと、中心から南面の合計面積が平らに見た

状態で720平方メートルあるわけです。五、六倍あるわけなのですけれども、そういうところに設

置をして、パイロット的でいいと思うのです。やはりこういうふうに前向きだということを見せる

ことで、そういう意味合いもあって、費用対効果ももちろんあります。でも、大きくなればなるほ

ど単価は下げられるということもあるらしいので、ぜひ検討もしていただきたいのですけれども、

これを積算等をしていただくなり、そういうのはいかがかと思うのですけれども、私はこれ進めて

もいいと思うのです。お金はかかりますけれども、いいと思うので、その積算等についてしていた

だければと思うのです。

それと、公共事業として今公民館の建設を、今副町長をトップとして進めていますけれども、十

五、六億円かかるということですが、それの何分の１か、何十分の１か、そういうことになると思

うので、ぜひそれを進めていただいて、邑楽町が全町的にそういうふうに進んでいく、屋根にはも

うつけるのだという方向に持っていければと思うのですが、その辺試算と言いますか、その辺はお

考えがあるかお聞きしたいのですが、計算だけでも、試算だけでも結構なのですけれども。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 工事費の試算ということであれば、先ほども申し上げましたけれども、128平方メ

ートルに対して1,926万7,500円の工事費がかかっています。単純に平方メートル当たり幾らかとい

うことであれば、ちょっと時間をいただき……

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇金子正一町長 いいですか、出るわけでもありますが、試算的にはこれは可能だというふうに思い

ます。

また、その太陽光についての普及ということについては、これは金額は低いわけでありますけれ

ども、既に国、県にあわせて町のほうでも助成を、補助金を出しております。この利用は非常に高

く、つい先日も補正予算でお認めをいただいたという経緯もありますので、多くの町民の方がこの

太陽光発電についての認識、利用というのは高い位置を占めているというふうに申し上げたいと思
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います。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 邑楽町において、各家庭、個人の住宅等についても非常に前向きに取り組む、

その姿勢はわかります。邑楽町町内にも太陽光発電に関して、相当工事も前向きにやろうという中

小業者もいっぱいいます。ですから、そういうこれからの産業といいますか、新しいものについて、

先ほど商工業者の云々ってありましたけれども、やはり町の商業、工業、そういうものの活性化に

もそれがつながると思うのです。その辺でぜひ前向きに検討いただきたいと思うのですけれども、

いかがでしょうか。町の中小業者のために非常になる面があると思います。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 先ほども申し上げましたけれども、当初予算で積算をした金額を大幅に利用者がふ

えているということで、補正でお認めをいただいたという経緯を考えれば、これは現在でも前向き

に町として取り組んでいるということでご理解をいただきたいと思います。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 私がお話ししているのは、各家庭あるいは事業者でなくて、この庁舎でいか

がですかということなのです。それは、なぜかといいますと、今売電もありますが、42円ですか、

42円で売電できて、それでペイをするということで、あらゆる自治体あるいは企業が参入しようと

しています。それは、やはりペイするから民間が出てきているわけですし、そういう意味でしたら

やはりコストを下げた設置といいますか、建設といいますか、それをしたら何とかなると思うので

すけれども、それは交渉次第だと思うのです。ですから、そういうほかの自治体なり民間企業が非

常に前向きにやっていることであるから、邑楽町でもそれはできないということはないと思うので

す。中小建設業者、ゼネコンもあります、そういう中でぜひ前向きに取り組んでいただければ、そ

の普及、促進にもつながるし、お願いしたいと思うのですが、いかがですか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 先ほども設置についてはお答えしたと思いますけれども、庁舎のことで申し上げま

すと、先ほど試算をしましたら平方メートル当たり15万5,000円ほどという数字になります。これ

に面積720平方メートルを掛けますと、１億800万円ほどの工事費になると。これは、パネルの設置

だけであって、蓄電をする、あるいはその他の整備をするともっと単価が上がるのだろうと思いま

すが、そのような金額になっています。

したがって、先ほど他の公共施設、長柄幼稚園の改築にも予定に入れています。町営住宅も入れ

ていますというふうにお答えしておりますので、それを見ていただいても前向きに町として取り組

んでいるというふうにご理解をいただければありがたく思います。
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〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 町長のおっしゃった金額になるということですけれども、とにかくこれから

はやはり再生可能というか、無害の電力、無害で供給できる電力ということで、非常に今後もます

ます伸びていくところだと思うのです。ぜひその辺につきましては試算だけでも結構ですから、お

願いしたいと思います。自分が事業をするつもりで積算を出させる。相手方から出たからそれでで

はなくて、交渉権はトップにあるわけですから、それをフルに生かしながらやったら低廉な設置、

設備もできると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

そういうことで、今庁舎のお話ししましたけれども、光熱費の軽減にもつながる、年間で600万

円から637万円もかかっているものを、例えば400万円だとかということですれば、なぜ１億4,000万

円が無駄でないかというのは、公民館ホールの件もそうですけれども、要らないものをつくるほう

がなお私は無駄だと思うのです。現実にこういうの本来ならば全町に配布して、邑楽町がこうなる

のだということをお話すればいいと思うのですけれども、ここに私は邑楽町のゼロ歳から100歳ま

でのコピーしてまいりました。現在と10年後、20年後、30年後どうなるかというのを見たら、非常

に人口構成から見ても邑楽町は寂しいのです。そういう中で、町長、私たち、ここにいらっしゃる

皆さんを支える人たちが非常に少ないわけですから、やはり今までどおりの考えでいたのでは成り

立たない。16億円かけて、人口が細々となってくる、その中で利用者がどうなるか、あるいは他の

公共施設、過日もニュースでやっていました。スクラップをしていくのだと、要らないものはスク

ラップ、統合できるものは統合するのだということで、どこの自治体だかお話ししていましたけれ

ども、そういうのが大事だと思うのです。ぜひ本当の、手元に町長はこれあるわけですから、こう

いうのを見ながら、税収があって、その中で総務費をこうだということでやっているのでなくて、

一事業者、経営者として考えていただければと思います。

先ほどの日光の日差し、その問題についても町長がいろいろの認識をなさらなかったということ

は、ふだんがそういう面につきまして前向きではないということを如実にあらわしていると思うの

です。本当に今度夏場の、冬はあそこ縁側と同じようなもので、非常に暖かくて、ぬくぬく、ぬく

ぬくいい居心地のところです。夏、真夏にブースで１時間も話してみてください、大変ですから。

それには冷房をいろいろきかせて、その中でありながら非常に大変ですから、それを解消するため

に庇を出し、また太陽パネルを設置し、そして来た町民あるいは来客者にもいい気持ちを味わって

もらう、話をしてもいいです、実はこうなのですよということで、非常に居心地がいいところにな

りましたということをしてもいいと思うのですけれども、その辺考えていただければと思います。

そういうことで、そうすれば職員の皆さんも多分満足すると思うのです。なぜかというと、いつ

もあそこにいらっしゃるわけですから、そういうことを考えて、町長は出払っていることが多いの

かもしれませんけれども、庁舎内にいて、もろもろの案件を解決していく、執行していくというこ

ともいいかと思うのですけれども、５年過ごしまして、あれだけの暑さ、日光の差し込み、冬、夏
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考えてどうお思いでしょうか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 夏の暑さということは、もちろん太陽光の採光も若干はあるのでしょうけれども、

それよりも気候変動、湿度の問題ですとか、全体的に暖まるということの影響がそのような効果と

いいますか、そういう状況を、気象現象を起こしているというふうなことで、採光に関して全てそ

うだというふうな考え方というのは私自身持っていないのですが、議員の考え方ですとそこが大変

占めているというふうなことのようですが、それは議員の思いでもあります。あえて私が申し上げ

ませんけれども、やはり気候というのはその時節、時節に応じて、もちろん太陽の光、それから湿

度の問題等々複合的に、その結果が夏あのような蒸し暑さというか、暑さを起こしているのだろう

というふうに思っております。５年間この庁舎でお世話になって、そのことをどう思うかというこ

とについては、私自身その時節、時節に合ったやはり環境に自分自身も体を合わせていく、やはり

そういった努力も必要かなというふうに思っておりますので、この点については議員のほうの思い

と若干違う部分がありますけれども、そのようにこの５年間お世話になったことで感じているとこ

ろでもあります。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 いや、ですから私がいつも言いますけれども、役場の個人事業でなくて、そ

ういうある意味温室、保障された中で育ったからそういう考えになってしまうのです。

例えば、小中学校、そういう教育施設にエアコンの設置しました。あれは、ある意味、私に言わ

せると間違っているのです。なぜかと言いますと、外へ出れば炎天下で30度、35度、それで中にい

てどうのこうの、風を通せば、直接風を当てれば相当涼しさも感じる、そういう中であるから、や

はりその寒さ、暑さ、もろもろに耐えられる子供たちを育てるのが学校、幼稚園等であるのですか

ら、私はあの設置には反対だったのです。しかしながら、できてしまったのですけれども、子供た

ちの将来を考えたら、決していい方向ではないと思うのです。

そういうことで、それはそれとして、もう実行しているわけですから、庁舎についてはぜひアン

テナを高く立ててといいますか、感受性を強くしながら、町政運営をしていただければと思うので

すけれども、やっぱり現状維持は衰退なのです。今、国政で選挙公約で２％のインフレ率だ云々お

話ししていますけれども、インフレ傾向でなかったら、衰退、デフレでは到底もちません。そうい

う中であるわけですから、ぜひ新しい発想を取り組んでいただいて、もろもろの事業執行していた

だきたいと思います。

公民館ホールなんかにつきましては、先ほどの人口のこれを見れば大間違いの計画です。

〔「そのとおり」と呼ぶ者あり〕

〇10番 小沢泰治議員 大間違いですよ。考えてみてください。そういうことで、最初の太陽光の有
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効利活用と庁舎光熱費削減、それについては終わらせていただきます。

続いて、役場庁舎２階、町長室です、町長室の可視化についてということでお話しさせていただ

きます。過去、２期目ですけれども、１期目に町長室の開放事業ということで、多くの町民の意見

を聞いて云々ということでお話しありましたが、その結果は20年度、21年度、22年度、23年度とい

うことで、今年度はやっていないですから、そういうことでしますと参加人数が初年度から順に行

きますと20年度から69人、63人、24人、９人、合計で165人で終わったわけです。ということは、

邑楽町の人口が約２万7,500人いらっしゃいますから、そういうことを考えると本当のわずかの、

これ町民の意見というか、お話なのです。町長のお話、過去に聞いたのでは非常に有意義であった

と、そういうのがありますけれども、それはほんの一部なのです。私が思うのには、町長がそれを

おっしゃるのは、それもある部分はあるかもしれませんが、ほとんど、皆さんがよく言いますけれ

ども、毎日選挙運動なのだからということでお話ししますけれども、外に出ていって、いろいろの

お話を聞いて、そういう中からこれとオーバーラップしたのが非常に効果があったということだと

思うのですが、４年間で165人なのですが、52組、この中でも複数回来ている方も相当いらっしゃ

ると思うのです。そういう中で、過去のことを聞いて申しわけないのですけれども、非常に今でも

これは効果があったと思っているかどうか、ちょっとお聞きしたいのです。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 直接町民の皆さんが思っている意見等をお聞きしたということでもありますから、

私はそのことが少なからず町政の仕事に反映できているというふうに思っておりますので、効果は

あったというふうに思っております。そのようなことで、24年度については行っておりませんけれ

ども、町民の方が来庁されたときに、ご意見、ご相談があったときにはいつも、在庁しているとき

でありますけれども、お伺いして、ご意見を承っているという状況はつくっております。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 いらっしゃった方が、寄ってお話をするということですけれども、庁舎２階

の可視化ということで上げてありますが、私個人的には壁を取っ払ってしまって、それでオープン

にして、２階に用事がある、あるいは１階に来た方が、きょうはいるかなということで、寄り込め

るような方向に持っていったらいかがと思うのですけれども、ほとんどの町民が町長室の場所も知

らない、現実に４年間やった結果が165人、52組ですから、52組で相当数がこれ複数回来ておりま

すので、非常に全体から占めると少ないわけです。これは、大きなアドバルーンを上げました。耳

ざわりがいい、受けがいいアドバルーンでしたけれども、私は効果がないと思っています。そんな

中で、ぜひ可視化ということで、町民がより町長室あるいは町長に身近になるように、町長室のオ

ープン化ということで提案ですけれども、いかがでしょうか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。
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〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 私は、現在の状況で十分対応できているというふうに思っております。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 私は、それができていないというか、できづらい、しづらい、そういうのが

現状だと思うのです。秘書係の窓口というか、そこも非常に狭いですし、改めてあそこの前を通ら

なければそのようなもろもろのお話もできない、ではちょっと寄り込むかなもできないということ

ですから、再考していただきたいのですけれども、今現状でということありましたが、ぜひ来庁者、

町民のために何とか考えていただけないでしょうか。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 町民の方にご不便をかけていないという状況で、私自身思っておりますので、それ

と加えて庁舎を建設して５年という時期的なことを考えれば、やはりこの大変なお金を使って壁を

なくしてしまうということ、やはりお金がかかることですので、私自身そのようなことをしなくも

十分対応できると思いますので、壁を取り除くという考え方もありません。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 私は、本当いつも思うのですけれども、町長殻を破っていかなかったら、邑

楽町は人口が漸減、だんだん、だんだん減っていますよね。27年度には３万人の人口ということで

長期計画には掲げてありますけれども、６年、５年ずっと減り続けております。そんな中で、何と

か打開策を立てなければならないと思いますので、そういうのがもろもろ情報発信を町長からもで

きる体制をつくるのが非常にいいことだと思っているのです。町長は、そういうことで考えていな

いということですから、それはそれでしようがないです。もうちょっとオープンにということで、

ああ、町長があそこでにこにこしている、では寄り込んでいくかなというような、いろいろコミュ

ニケーションが図れるようになると思うので、私なら、変える気持ちもあります。

それに関連しまして、町からの町民に対する情報提供です。先ほどホールつきの公民館、そうい

うことのお話もありましたが、やはり情報発信、必要な情報、行政についての必要な情報の発信が

非常に足りない、そういうことだと思うのですけれども、広報紙は企画が出しているのでしょうけ

れども、まず先ほどのこの人口問題にしても、こういうのだよ、人口が減ってしまうのだよ、何だ

よとニュースで聞いているから、何となくわかるのですけれども、この実数をごらんになったら、

みんな、ああ、そうなのだと思うと思うのです。以前も私町長にお話ししましたが、町長の年代と

ゼロ歳を比べるとこうなのですよ、あるいは30代を比べるとこうなのですよ、それを町民に知って

いただいて、では何をしなければならないか、先ほど話が出ました。牧之原市、私たちは視察にも

行ってきましたけれども、協働の町づくり、そういうことでぜひそういうのも必要ではないかと思

います。オープンにして、それで客観的に判断していただいて、物事を進める、そういうことで、
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もろもろについて、マイナスになることも、プラスになることも情報公開、今以上にしていただき

たいと思うのですけれども、こういう切実な問題、それを含めて。公民館ホールの問題なんか、依

頼者が書いてくれないかねと言えば、ああ、いいよ、あったほうがいいからねというので書いてく

れているのです。でも、実態はお金の問題、あるいは人口の問題、やったらみんな多分ノーが出て

くると思います。ですから、アンケートをとって、しっかり全ての家庭のアンケートをとって実行

に、またそれを踏まえた中での建設検討委員会の開催でなかったら、大きな……

〇立沢稔夫議長 小沢議員、質問が通告の範囲を超えていますので、発言を控えてください。

〇10番 小沢泰治議員 そういうことで、大きな間違った方向に向かっていくと思うのです。ですか

ら、直接面会をして、もろもろの話を聞いてということでしていただきたい。例えば高齢者問題、

みんなそうなのです。それが通じれば大丈夫なのです。子育て問題、医療問題、庁舎の開放につい

てもそういうもろもろの、例えばでは子育て世代が開放しているときに何組の何人の方が来たかと

言えば、本当にわずかだと思うのです。ですから、私は……

〇立沢稔夫議長 小沢議員、何回言ってもわからないですか、発言をとめますよ。よろしいですか。

〇10番 小沢泰治議員 そういうことで、ぜひオープンにして、町の情報が皆さんに伝わり、皆さん

がそれなりに前向きに、邑楽町のために生きる、頑張る、役場の職員も、議員も、そういう方向に

持っていけたらと思います。生き生きしたやはり町民生活、そして邑楽町がすばらしいのだという

ことで、よその町から転居してくる、そういうのを常々考えた中で邑楽町の行政運営をしていただ

きたいと思うのですが、町長、いかがでしょうか。

〔「違う質問ですよ」と呼ぶ者あり〕

〇立沢稔夫議長 町長の答弁、必要ありません。

小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 町長室の開放ということで上げてありますけれども、やはり生き生き、町民

あるいは職員全てが生き生きしたそういう生活、それによって邑楽町の人口もふえることですし、

もろもろの事業執行もよい具合に向かう、そういうことなので、町長、答弁をお願いします。町長、

お話ししてありますよね。

〇立沢稔夫議長 金子町長。

〔金子正一町長登壇〕

〇金子正一町長 町の行政執行、現在も議員が言われますように一生懸命取り組んでおりますし、こ

れからもそのような思いで努力をし、町民の皆さんに尽くしていきたいと、このように思います。

〇立沢稔夫議長 小沢泰治議員。

〇10番 小沢泰治議員 とにかく町長室のオープン化ということでお話ししているわけですが、ぜひ

邑楽町が生き生きした町になるように、今後前向きな、殻を破るような施策を打っていただければ

と思います。将来が大変になるような事業でなく、町長は先頭切ってリーダーシップをとりながら、
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またカリスマ性も持ちながら、邑楽町を牽引していただければと思います。

以上で私の質問を終わりにいたします。どうもありがとうございました。

〇立沢稔夫議長 これをもちまして一般質問を終結します。

◎散会の宣告

〇立沢稔夫議長 以上で本日の日程は終了しました。

お諮りします。あす13日は、議案調査等のため本会議を休会としたいと思います。これにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇立沢稔夫議長 異議なしと認めます。

よって、あす13日は議案調査等のため本会議を休会とすることに決定しました。

最終日となる12月14日は、午前10時から会議を開きます。

本日は、これにて散会いたします。大変お疲れさまでございました。ありがとうございました。

〔午後 ３時１４分 散会〕


